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(57)【要約】
入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオー
ディオ情報を生成するためのオーディオエンコーダは、
低周波数部分の符号化表現を得るために、入力されたオ
ーディオ情報の低周波数部分を符号化するように構成さ
れた低周波数エンコーダと、入力されたオーディオ情報
に基づいて帯域幅拡張情報を生成するように構成された
帯域幅拡張情報プロバイダとを備えている。このオーデ
ィオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、選択的に、符号
化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含するよう
に構成されている。オーディオデコーダは、低周波数部
分の復号表現を得るように低周波数部分の符号化表現を
復号するように構成された低周波数デコーダと、オーデ
ィオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが符
号化されたオーディオ情報に包含されていない部分に関
してはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を
得るように、かつオーディオコンテンツの部分のうち帯
域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報
に包含されている部分に関してはパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を得るように構成された
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたオーディオ情報（１１０；２１０）に基づいて、符号化されたオーディオ情
報（１１２；２１２）を生成するためのオーディオエンコーダ（１００；２００）であっ
て、
　低周波数部分の符号化表現（１２２；２２２）を得るために、前記入力されたオーディ
オ情報の低周波数部分を符号化するように構成された低周波数エンコーダ（１２０；２２
０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報（１３２；２３２）を生成す
るように構成された帯域幅拡張情報プロバイダ（１３０；２３０）と、を備え、
　該オーディオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ信号に適応して包含するように構成されているオーディオエンコーダ（１００；
２００）。
【請求項２】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち十分な又は所
望される品質で復号され得ない部分を、前記低周波数部分の前記符号化表現に基づいて、
かつブラインド帯域幅拡張を用いて識別するように構成された検出器（２４０）を備え、
かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって識別された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に前記符号化されたオーディオ
情報へ包含するように構成されている請求項１に記載のオーディオエンコーダ（１００；
２００）。
【請求項３】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち帯域幅拡張パ
ラメータが前記低周波数部分に基づいては十分な又は所望される精度で推定され得ない部
分を識別するように構成された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって識別された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ包含するように構成されている請求項１又は２に記載のオーディオエンコーダ（
１００；２００）。
【請求項４】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記部分が時間
的な静止部分であるかどうかに依存して、かつ前記部分が低域通過特性を有するかどうか
に依存して識別するように構成された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって低域通過特性を有する時間的な静止部分として識別された部分に関して、帯域幅拡
張情報を前記符号化されたオーディオ情報へ包含することを選択的に省略するように構成
されている請求項１から３のいずれか一項に記載のオーディオエンコーダ（１００；２０
０）。
【請求項５】
　前記検出器は、前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記部分が発声音声を含むか
どうかに依存して、及び／又は前記部分が環境雑音を含むかどうかに依存して、及び／又
は前記部分が打楽器使用のない音楽を含むかどうかに依存して識別するように構成されて
いる請求項４に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項６】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分を、低周波数部分の
スペクトル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差分が予め決められた差分の大
きさ以上であるかどうかに依存して識別するように構成された検出器（２４０）を備え、
かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
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された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されている請求項１から５のいずれか一項に記載のオーディオエンコー
ダ（１００；２００）。
【請求項７】
　前記検出器は、前記部分が無声音を含むかどうかに依存して部分を識別するように構成
され、及び／又は、前記検出器は、前記部分が打楽器音を含むかどうかに依存して部分を
識別するように構成されている請求項６に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００
）。
【請求項８】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のスペクトル傾斜を
決定するように、かつ前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたスペクト
ル傾斜が一定又は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかに依存して識別するように構成
された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されている請求項１から７のいずれか一項に記載のオーディオエンコー
ダ（１００；２００）。
【請求項９】
　前記検出器は、さらに、前記入力されたオーディオ情報の部分のゼロ交差レートを決定
し、かつ前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたゼロ交差レートが一定
もしくは可変のゼロ交差レートしきい値以上であるかどうか、又は前記ゼロ交差レートが
ゼロ交差レートの変化しきい値を超える時間的変化を含むかどうかに依存しても識別する
ように構成されている請求項８に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１０】
　前記検出器（２４０）は、識別される信号部分と識別されない信号部分との間の遷移回
数を減らすべく、前記入力されたオーディオ情報の信号部分を識別するためにヒステリシ
スを適用するように構成されている請求項２から９のいずれか一項に記載のオーディオエ
ンコーダ（１００；２００）。
【請求項１１】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の高周波数部分のスペクト
ル包絡線を表すパラメータを前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して前記帯域
幅拡張情報として選択的に包含するように構成されている請求項１から１０のいずれか一
項に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１２】
　前記低周波数エンコーダは、６ｋＨｚから７ｋＨｚまでの範囲内に存在する最大周波数
までの周波数を含む前記入力されたオーディオ情報の低周波数部分を符号化するように構
成され、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、３００Ｈｚから５０
０Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから５つまでの
間のパラメータを選択的に包含するように構成されている請求項１から１１のいずれか一
項に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１３】
　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、４つの高周波数信号
部分の強度を記述する４つのスカラ量子化されたパラメータを選択的に包含するように構
成され、前記高周波数信号部分は、前記低周波数部分より上の周波数範囲を網羅している
請求項１２に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１４】
　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、スペクトル的に隣接
する周波数部分の間のエネルギー又は強度の関係を記述する複数のパラメータを選択的に
包含するように構成され、前記パラメータのうちの１つは、第１の帯域幅拡張の高周波数
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部分と低周波数部分との間のエネルギーもしくは強度の割合、又は差分を記述し、かつ前
記パラメータのうちの他のパラメータは、他の帯域幅拡張高周波数部分の間のエネルギー
もしくは強度の割合、又は差分を記述する請求項１２又は１３に記載のオーディオエンコ
ーダ（１００；２００）。
【請求項１５】
　符号化されたオーディオ情報（４１０；５１０）に基づいて、復号されたオーディオ情
報（４１２；５１２）を生成するためのオーディオデコーダ（４００；５００）であって
、
　低周波数部分の復号表現（４２２；５２２）を得るために、前記低周波数部分の符号化
表現を復号するように構成された低周波数デコーダ（４２０；５２０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
オ情報に包含されていない部分に関してはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号
（４３２；５３２）を得るように、かつオーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パ
ラメータが前記符号化されたオーディオ情報に包含されている部分に関してはパラメータ
誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯域幅拡張信号を得るように構成された帯域幅拡張（４３
０；５３０）と、を備えているオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１６】
　該オーディオデコーダは、フレーム毎に、前記帯域幅拡張信号を、ブラインド帯域幅拡
張を用いて得るか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて得るかを決定するように構成
されている請求項１５に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１７】
　該オーディオデコーダは、連続したオーディオコンテンツ片内でブラインド帯域幅拡張
の使用とパラメータ誘導帯域幅拡張の使用とを切り替えるように構成されている請求項１
５又は１６に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１８】
　該オーディオデコーダは、前記オーディオコンテンツの異なる部分について、前記符号
化されたオーディオ情報に含まれるフラグを評価し、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又
はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを決定するように構成されている請求項１５か
ら１７のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１９】
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、帯域幅拡張モードを信号伝達するフラグを評価することなく、前記
低周波数部分の前記符号化表現に基づいて決定するように構成されている請求項１５から
１７のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２０】
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、前記低周波数部分の前記復号表現の１つ以上の特徴に基づいて決定
するように構成されている請求項１９に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２１】
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、線形予測係数に基づいて、及び／又は前記低周波数部分の前記復号
表現の時間領域統計に基づいて決定するように構成されている請求項１９又は２０に記載
のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２２】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記低周波数部分の前記復号表現の１つ以
上の特徴を用いて、及び／又は入力されたオーディオコンテンツの時間的部分のうち帯域
幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含されない時間的部分に関する
前記低周波数デコーダの１つ以上のパラメータを用いて得るように構成されている請求項
１５から２１のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２３】
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　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記入力されたオーディオコンテンツの時
間的部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含されない
時間的部分に関する、スペクトル重心情報を用いて、及び／又はエネルギー情報を用いて
、及び／又は傾斜情報を用いて、及び／又はフィルタ係数を用いて得るように構成されて
いる請求項１５から２２のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）
。
【請求項２４】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記オーディオコンテンツの時間的部分の
うち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含される時間的部分に
関する高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータを用いて
得るように構成されている請求項１５から２３のいずれか一項に記載のオーディオデコー
ダ（４００；５００）。
【請求項２５】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を得るために、３００Ｈｚから５００Ｈｚまで
の間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから５つまでの間のビット
ストリームパラメータを評価するように構成されている請求項２４に記載のオーディオデ
コーダ（４００；５００）。
【請求項２６】
　高周波数信号部分の強度を記述する前記３つから５つまでの間のビットストリームパラ
メータは、オーディオフレーム当たり６ビットから１５ビットまでの間の帯域幅拡張スペ
クトル成形パラメータが存在するように、２又は３ビットの分解能でスカラ量子化される
請求項２５に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２７】
　前記帯域幅拡張は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘導の帯域幅拡張へ切り替え
る場合、及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブラインド帯域幅拡張へ切り替える
場合に、前記帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するように構成されている請求
項１５から２６のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２８】
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張が適用
される部分に続いてパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分を減衰させるように構成され、かつ、
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、パラメータ誘導の帯域幅拡張
が適用される部分に続いてブラインド帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分の減衰を減らすか又はレベルを上げるように構成されている請求
項２７に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２９】
　入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディオ情報を生成するための方
法（６００）であって、
　低周波数部分の符号化表現を得るために前記入力されたオーディオ情報の前記低周波数
部分を符号化するステップ（６１０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報を生成するステップ（６２０
）と、を含み、
　帯域幅拡張情報は、選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含
される方法（６００）。
【請求項３０】
　符号化されたオーディオ情報に基づいて復号されたオーディオ情報を生成するための方
法（７００）であって、
　低周波数部分の復号表現を得るために前記低周波数部分の符号化表現を復号するステッ
プ（７１０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
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オ情報へ包含されていない部分に関してブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を
得るステップ（７２０）と、
　前記オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオー
ディオ情報に包含されている部分に関して、パラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯
域幅拡張信号を入手するステップ（７３０）と、を含む方法（７００）。
【請求項３１】
　コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、請求項２９又は３０に記載
の方法を実行するためのコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　オーディオ情報を表現する符号化されたオーディオ表現（８００）であって、
　前記オーディオ情報の低周波数部分の符号化表現（８１０；８２０）と、
　帯域幅拡張情報（８１２）と、を含み、
　前記帯域幅拡張情報は、前記オーディオ情報の全ての部分ではないが幾つかの部分に関
して、前記符号化されたオーディオ表現へ信号に適応して包含されている符号化されたオ
ーディオ表現（８００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明による実施形態は、入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディ
オ情報を生成するためのオーディオエンコーダに関する。
【０００２】
　本発明によるさらなる実施形態は、符号化されたオーディオ情報に基づいて復号された
オーディオ情報を生成するためのオーディオデコーダに関する。
【０００３】
　本発明によるさらなる実施形態は、入力されたオーディオ情報に基づいて符号化された
オーディオ情報を生成するための方法に関する。
【０００４】
　本発明によるさらなる実施形態は、符号化されたオーディオ情報に基づいて復号された
オーディオ情報を生成するための方法に関する。
【０００５】
　本発明によるさらなる実施形態は、前記方法のうちの１つを実行するためのコンピュー
タプログラムに関する。
【０００６】
　本発明によるさらなる実施形態は、オーディオ情報を表す符号化されたオーディオ表現
に関する。
【０００７】
　本発明による幾つかの実施形態は、超低ビットレートオーディオ符号化のための信号適
応（signal-adaptive）型サイド情報レートを有する汎用オーディオ帯域幅拡張に関する
。
【背景技術】
【０００８】
　近年、オーディオコンテンツの符号化及び復号に対する需要が高まってきている。符号
化されたオーディオコンテンツの送信及び記憶のための利用可能なビットレート及び記憶
容量は、大幅に増大してきているが、依然として、相応な品質でのオーディオコンテンツ
、特に通信の場面における音声信号、のビットレート効率的な符号化、送信、記憶及び復
号が求められている。
【０００９】
　最新の音声符号化システムは、広帯域（ＷＢ）デジタル・オーディオ・コンテンツ、即
ち周波数が７－８ｋＨｚまでの信号を６ｋｂｐｓという低いビットレートで符号化する能
力を有する。最も広範に論じられる例は、ＩＴＵ－Ｔ推奨のＧ.７２２.２（例えば、非特
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許文献［１］参照）並びにさらに最近に開発されたＧ.７１８（例えば、非特許文献［４
］及び［１０］参照）及びＭＰＥＧ統合型音声オーディオコーデックｘＨＥ－ＡＡＣ（例
えば、非特許文献［８］参照）である。ＡＭＲ－ＷＢとしても知られるＧ.７２２.２及び
Ｇ.７１８は、共に、基礎を成すＡＣＥＬＰコアコーダが、知覚的により適切なより低い
周波数（具体的には、ヒト聴覚系が位相敏感である周波数）に「集中」し、これにより、
特に超低ビットレートで十分な品質を達成できるようにするために、６.４ｋＨｚから７
ｋＨｚまでの帯域幅拡張（ＢＷＥ：bandwidth extension）技術を使用する。ｘＨＥ－Ａ
ＡＣでは、帯域幅拡張（ＢＷＥ）に向上スペクトル帯域複製（ｅＳＢＲ：enhanced spect
ral band replication）が使用される。帯域幅拡張プロセスは、概して、次のような２つ
の概念的なアプローチに分けることができる。
【００１０】
　（１）「ブラインド」又は「人工的」ＢＷＥ。この帯域幅拡張プロセスでは、高周波数
（ＨＦ）成分が、復号された低周波数（ＬＦ）コアコーダ（core-coder）信号のみから、
即ち、エンコーダから送信されるサイド情報を必要とすることなく復元される。このスキ
ームは、ＡＭＲ－ＷＢ及びＧ.７１８により１６ｋｂｐｓ以下で、ならびに、従来の狭帯
域電話音声上で動作する幾つかの後方互換性帯域幅拡張後処理システム（例えば、非特許
文献［５］及び［９］参照）によって使用される。
【００１１】
　（２）「誘導式」ＢＷＥ。これは、高周波数（ＨＦ）コンテンツの復元に使用されるパ
ラメータの幾つかが、復号されたコア信号から推定されるのではなく、サイド情報として
デコーダへ送信されることにおいてブラインド帯域幅拡張とは異なる。ＡＭＲ－ＷＢ、Ｇ
.７１８、ｘＨＥ－ＡＡＣ、ならびに他の幾つかのコーデック（例えば、非特許文献［２
］、［７］及び［１１］参照）は、このアプローチを用いるが、超低ビットレートでの使
用ではない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】[1] B. Bessette et al., "The Adaptive Multi-rate Wideband Speech
 Codec (AMR-WB)・" IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, Vol. 10, No. 8, N
ov. 2002.
【非特許文献２】[2] B. Geiser et al., "Bandwidth Extension for Hierarchical Spee
ch and Audio Coding in ITU-T Rec. G.729.1・" IEEE Trans. on Audio, Speech, and L
anguage Processing, Vol. 15, No. 8, Nov. 2007.
【非特許文献３】[3] B. Iser, W. Minker, and G. Schmidt, Bandwidth Extension of S
peech Signals, Springer Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 13, New Yo
rk, 2008.
【非特許文献４】[4] M. Jelinek and R. Salami, "Wideband Speech Coding Advances i
n VMR-WB Standard・" IEEE Trans. on Audio, Speech, and Language Processing, Vol.
 15, No. 4, May 2007.
【非特許文献５】[5] I. Katsir, I. Cohen, and D. Malah, "Speech Bandwidth Extensi
on Based on Speech Phonetic Content and Speaker Vocal Tract Shape Estimation・" 
in Proc. EUSIPCO 2011, Barcelona, Spain, Sep. 2011.
【非特許文献６】[6] E. Larsen and R. M. Aarts, Audio Bandwidth Extension: Applic
ation of Psycho, Signal Processing and Loudspeaker Design, Wiley, New York, 2004
.
【非特許文献７】[7] J. Maekinen et al., "AMR-WB+: A New Audio Coding Standard fo
r 3rd Generation Mobile Audio Services・" in Proc. ICASSP 2005, Philadelphia, US
A, Mar. 2005.
【非特許文献８】[8] M. Neuendorf et al., "MPEG Unified Speech and Audio Coding -
 The ISO/MPEG Standard for High-Efficiency Audio Coding of All Content Types・" 
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in Proc. 132nd AES Convention, Budapest, Hungary, Apr. 2012. Also appears in the
 Journal of the AES, 2013.
【非特許文献９】[9] H. Pulakka and P. Alku, "Bandwidth Extension of Telephone Sp
eech Using a Neural Network and a Filter Bank Implementation for Highband Mel Sp
ectrum・" IEEE Trans. on Audio, Speech, and Language Processing, Vol. 19, No. 7,
 Sep. 2011.
【非特許文献１０】[10] T. Vaillancourt et al., "ITU-T EV-VBR: A Robust 8-32 kbit
/s Scalable Coder for Error Prone Telecommunications Channels・" in Proc. EUSIPC
O 2008, Lausanne, Switzer, Aug. 2008.
【非特許文献１１】[11] L. Miao et al., "G.711.1 Annex D and G.722 Annex B: New I
TU-T Superwideband codecs・" in Proc. ICASSP 2011, Prague, Czech Republic, May 2
011.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、低いビットレートでオーディオコンテンツを復元するに足る高品質を実
現する適切な帯域幅拡張を提供することは、困難であることが分かっている。
【００１４】
　したがって、ビットレートとオーディオ品質との間に改良されたトレードオフをもたら
す帯域幅拡張概念が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明による一実施形態は、入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーデ
ィオ情報を生成するためのオーディオエンコーダを創造する。このオーディオエンコーダ
は、入力されたオーディオ情報の低周波数部分を符号化して、低周波数部分の符号化表現
を得るように構成された低周波数エンコーダを備えている。このオーディオエンコーダは
、入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報を生成するように構成された帯域
幅拡張情報プロバイダも備えている。このオーディオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、
選択的に、符号化されたオーディオ情報へ信号適応式で包含するように構成されている。
【００１６】
　本発明によるこの実施形態は、幾つかのタイプのオーディオコンテンツに関しては、か
つ連続したオーディオコンテンツ片における幾つかの部分ですらも、低周波数部分の符号
化表現に基づいて、帯域幅拡張サイド情報なしに、又はほんの少しの帯域幅拡張サイド情
報（例えば、符号化されたオーディオ情報に包含されている少数の帯域幅拡張パラメータ
）だけで、高品質の帯域幅拡張を実現することができる、という発見に基づいている。し
かしながら、本概念は、他のタイプのオーディオコンテンツに関しては、かつ連続したオ
ーディオコンテンツ片における他の部分ですらも、そうでなければデコーダ側の帯域幅拡
張が満足のいくオーディオ品質を実現できないという理由で、帯域幅拡張サイド情報（例
えば、専用の帯域幅拡張パラメータ）又は（例えば、前述の事例に比べて）増大された量
の帯域幅拡張サイド情報を符号化オーディオ情報へ包含することが必要である（又は、少
なくとも大いに望ましい）場合がある、という発見に基づくものでもある。
【００１７】
　帯域幅拡張情報を符号化オーディオ情報へ選択的に包含することにより（例えば、符号
化されたオーディオ情報へ包含される帯域幅拡張情報もしくは帯域幅拡張パラメータの量
を選択的に変えること、又は帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報への包含と、帯域幅
拡張情報の符号化オーディオ情報への前記包含の省略とを選択的に切り替えることにより
）、デコーダ側での帯域幅拡張が帯域幅拡張情報をさほど必要としていない場合に「不必
要な」帯域幅拡張情報が貴重なビットレートを消費することを回避することができ、しか
もなお、デコーダ側での帯域幅拡張のために、即ちデコーダ側でのオーディオコンテンツ
復元のために帯域幅拡張情報が実際に必要とされていれば、帯域幅拡張情報（又は、増大
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された量の帯域幅拡張情報）が符号化オーディオ情報に包含されるように保証することが
できる。
【００１８】
　したがって、信号に適応して帯域幅拡張情報を選択的に符号化オーディオ情報へ包含す
ること、即ち、復号されたオーディオ信号表現の十分な高品質を達成するために帯域幅拡
張情報が実際に必要とされる場合に包含することにより、依然として高いオーディオ品質
を達成する可能性を保ちながら平均ビットレートを低減することができる。
【００１９】
　言い替えれば、このオーディオエンコーダは、例えば、オーディオデコーダ側でのパラ
メータ誘導式帯域幅拡張を可能にする帯域幅拡張情報の生成と、オーディオデコーダ側で
のブラインド帯域幅拡張の使用は必要であるが、帯域幅拡張情報の生成の省略とを切り替
えることができる。
【００２０】
　したがって、上述の概念を使用することにより、ビットレートとオーディオ品質との間
の特に良好なトレードオフを達成することができる。
【００２１】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報について、低周波数部分の符号化表現に基づきかつブラインド帯域幅拡張を用いては（
例えば、予め決められた品質尺度に関して）十分な又は所望される品質で復号され得ない
部分を識別するように構成された検出器を備えている。この場合、このオーディオエンコ
ーダは、入力されたオーディオ情報の部分のうちその検出器によって識別された部分に関
して、帯域幅拡張情報を選択的に、符号化されたオーディオ情報へ包含するように構成さ
れている。低周波数部分の符号化表現に基づき、かつブラインド帯域幅拡張を用いては、
入力されたオーディオ情報のどの部分が十分な（又は所望される）品質で復号され得ない
かを、（例えば、入力されたオーディオ情報の特徴に基づいて、又は、オーディオエンコ
ーダ側のオーディオ情報の部分的又は完全な復元に基づいて）決定するか又は推定するこ
とにより、入力されたオーディオ情報の部分（例えば、フレーム）（又は、等価的に、符
号化されたオーディオ情報のフレーム又は部分）に関して、帯域幅拡張情報を符号化オー
ディオ情報へ包含するか否かを決定する有意義な基準が得られる。言い替えれば、検出器
によって評価される上述の基準は、符号化されたオーディオ情報を復号することにより達
成することのできる聴覚印象と、符号化されたオーディオ情報のビットレートとの間の優
れたトレードオフを可能にする。
【００２２】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報について、低周波数部分に基づいて帯域幅拡張パラメータを十分な又は所望される精度
で推定することができない部分を識別するように構成された検出器を備えている。この場
合、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情報のその検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、符号化されたオーディオ情報へ包含す
るように構成されている。本発明によるこの実施形態は、帯域幅拡張パラメータが低周波
数部分に基づいて十分な、又は所望される精度で推定され得るか否かに関する決定が、適
度の計算量で評価されることが可能な、かつそれにも関わらず、帯域幅拡張情報を符号化
オーディオ情報へ包含するか否かを決定するための適切な基準となる基準を構成する、と
いう発見に基づいている。
【００２３】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報の部分を、その部分が時間的な静止部分であるかどうかに依存して、かつその部分が低
域通過特性を有するかどうかに依存して識別するように構成された検出器を備えている。
さらに、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情報のその検出器によって
低域通過特性を有する時間的な静止部分として識別された部分に関して、帯域幅拡張情報
をその符号化オーディオ情報へ包含することを選択的に省略するように構成されている。
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【００２４】
　本発明によるこの実施形態は、入力されたオーディオ情報の時間的に静止しかつ低域通
過特性を含む部分に関して、帯域幅拡張情報を符号化オーディオ情報へ包含することは、
（ビットストリームからの帯域幅拡張情報又はパラメータに依存しない）ブラインド帯域
幅拡張が、典型的には、このような信号部分の十分に優れた復元を可能にするという理由
で、典型的には不要であるという発見に基づいている。したがって、計算効率の良い方法
で評価されることが可能な、かつそれにも関わらず、（ビットレートとオーディオ品質と
の間のトレードオフに関して）良い結果が得られるようにする基準が存在する。
【００２５】
　ある好適な実施形態において、上記の検出器は、入力されたオーディオ情報の部分を、
その部分が発声音声を含むかどうかに依存して、及び／又は、その部分が環境（例えば、
車の）雑音を含むかどうかに依存して、及び／又は、その部分が打楽器使用のない音楽を
含むかどうかに依存して識別するように構成されている。発声音声を含むか、又は環境雑
音を含むか、又は打楽器使用のない音楽を含むこのような部分は、典型的には、十分なオ
ーディオ品質を有するブラインド帯域幅拡張を用いて復元されることが可能であり、よっ
て、このような部分に関しては、符号化オーディオ情報への帯域幅拡張情報の包含の省略
が推奨されることがわかった。
【００２６】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報の部分を、低周波数部分のスペクトル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差
が予め決められた大きさ以上であるかどうかに依存して識別するように構成された検出器
を備えている。この場合、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情報のそ
の検出器によって識別された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、符号化されたオ
ーディオ情報へ包含するように構成されている。
【００２７】
　入力されたオーディオ情報の低周波数部分のスペクトル包絡線と高周波数部分のスペク
トル包絡線との間に大きい差がある部分は、典型的には、ブラインド帯域幅拡張を用いて
うまく復元できないことがわかった。その理由は、ブラインド帯域幅拡張は、高周波数部
分において（即ち、帯域幅拡張信号において）それぞれの低周波数部分に比べて類似する
スペクトル包絡線を与えることが多いからである。したがって、低周波数部分のスペクト
ル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差の評価は、帯域幅拡張情報を符号化オ
ーディオ情報へ包含するか否かを決定するための優れた基準となることがわかった。
【００２８】
　ある好適な実施形態において、上記の検出器は、入力されたオーディオ情報の部分を、
その部分が無声音を含むかどうかに依存して、及び／又は、その部分が打楽器音を含むか
どうかに依存して識別するように構成されている。無声音を含む部分及び打楽器音を含む
部分は、典型的には、低周波数部分のスペクトル包絡線が高周波数部分のスペクトル包絡
線とは実質的に異なるスペクトルを含むことがわかった。したがって、無声音及び／又は
打楽器音の検出は、帯域幅拡張情報を符号化オーディオ情報へ包含するか否かを決定する
ための優れた基準となることがわかった。
【００２９】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報の部分のスペクトル傾斜を決定するように、かつ入力されたオーディオ情報の部分を、
この決定されたスペクトル傾斜が一定又は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかに依存
して識別するように構成された検出器を備えている。この場合、このオーディオエンコー
ダは、入力されたオーディオ情報のこの検出器によって識別された部分に関して、帯域幅
拡張情報を、符号化されたオーディオ情報へ選択的に包含するように構成されている。ス
ペクトル傾斜は、適度の計算量で導出することができ、しかも帯域幅拡張情報を符号化オ
ーディオ情報へ包含するか否かを決定するための優れた基準となることがわかった。例え
ば、スペクトル傾斜が傾斜しきい値に達するか、又はこれを超えれば、そのスペクトルは
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高域通過特性を有し、よってブラインド帯域幅拡張によってはうまく復元できない、と結
論づけることができる。特に、ブラインド帯域幅拡張は、典型的には、正の傾斜（高周波
数部分が低周波数部分より強調される）を含むスペクトルを高精度で復元することができ
ない。さらに、高周波数部分は、正のスペクトル傾斜の場合に特に知覚的関連性があるこ
とから、このような場合に、帯域幅拡張情報を符号化されたオーディオ表現へ包含するこ
とが推奨される。
【００３０】
　ある好適な実施形態において、上記の検出器は、さらに、入力されたオーディオ情報の
部分のゼロ交差レートを決定するように、かつ入力されたオーディオ情報の部分を、同じ
くこの決定されたゼロ交差レートが一定又は可変のゼロ交差レートしきい値以上であるか
どうかに依存して識別するように構成されている。ゼロ交差レートもまた、入力されたオ
ーディオ情報について、ブラインド帯域幅拡張を用いてはうまく復元できず、よって、（
ビットレートとオーディオ品質との間の優れたトレードオフを達成することに関連して）
帯域幅拡張情報を符号化オーディオ情報へ包含することが意味をなす部分を検出するため
の優れた基準であることがわかった。
【００３１】
　ある好適な実施形態において、上記の検出器は、識別される信号部分（これらの信号部
分に関して帯域幅拡張情報が符号化オーディオ表現へ包含される）と識別されない信号部
分（これらの信号部分に関して帯域幅拡張情報が符号化オーディオ表現へ包含されない）
との間の遷移回数を減らすべく、入力されたオーディオ情報の信号部分を識別するために
ヒステリシスを適用するように構成されている。帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報
への包含と帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報への包含の省略との間の過度な切替え
は、回避することが効果的であることがわかった。というのは、特に遷移回数が著しく多
ければ、このような遷移が何らかのアーティファクトをもたらすことがあるためである。
したがって、例えば傾斜しきい値（この場合は、可変の傾斜しきい値である）又はゼロ交
差レートしきい値（この場合は、可変のゼロ交差レートしきい値である）へ適用できるヒ
ステリシスを用いれば、この目的を達成することができる。
【００３２】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情
報の高周波数部分のスペクトル包絡線を表すパラメータを信号に適応して符号化オーディ
オ情報へ帯域幅拡張情報として選択的に包含するように構成されている。この実施形態は
、高周波数部分のスペクトル包絡線を表すパラメータはパラメータ誘導の帯域幅拡張にお
いて特に重要であり、入力されたオーディオ情報の高周波数部分のスペクトル包絡線を表
すそのパラメータの包含は高品質の帯域幅拡張を高いビットレートを引き起こすことなく
達成できるようにする、という発想に基づいている。
【００３３】
　ある好適な実施形態において、上記の低周波数エンコーダは、最大周波数が６ｋＨｚか
ら７ｋＨｚまでの範囲内である周波数を含む入力されたオーディオ情報の低周波数部分を
符号化するように構成されている。さらに、このオーディオエンコーダは、符号化された
オーディオ表現へ、３００Ｈｚから５００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部
分又は小部分（例えば、約６ｋＨｚから７ｋＨｚを超える周波数を有する信号部分）の強
度を記述する３つから５つまでの間のパラメータを選択的に包含するように構成されてい
る。このような概念は、事実上ビットレートを高くすることなく、優れたオーディオ品質
をもたらすことがわかった。
【００３４】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、符号化されたオーディオ
表現へ、４つの高周波数信号部分（又は小部分）の強度を記述する３－５個のスカラ量子
化されたパラメータを選択的に包含するように構成されている。その高周波数信号部分（
又は、小部分）は低周波数部分より上の周波数範囲に及ぶ。４つの高周波数信号部分の強
度を記述する３－５個のスカラ量子化されたパラメータの使用は、典型的には、ブライン
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ド帯域幅拡張により同じ信号部分上で達成可能な比較的低いオーディオ品質を凌ぐパラメ
ータ誘導の帯域幅拡張を達成するには十分であることがわかった。したがって、復元され
たオーディオ信号部分は、それがブラインド帯域幅拡張を用いて復元されたか、誘導式の
帯域幅拡張を用いて復元されたかに関わらず、品質に大差はない。したがって、上述の概
念は、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張との切替えを可能にする概念
にうまく適応している。
【００３５】
　ある好適な実施形態において、このオーディオエンコーダは、符号化されたオーディオ
表現へ、スペクトル的に隣接する周波数部分のエネルギー間の関係を記述する複数のパラ
メータを選択的に包含するように構成されている。ここで、それらのパラメータのうちの
１つは、第１の帯域幅拡張の高周波数部分と低周波数部分との間のエネルギーの割合を記
述し、かつそれらのパラメータのうちの他のパラメータは、（一対ずつの）他の帯域幅拡
張高周波数部分の間のエネルギーの割合を記述する。異なる（好ましくは、隣接する）周
波数部分のエネルギー（又は、等価的に強度）間の割合（又は、差分）を記述するこのよ
うな概念は、帯域幅拡張情報の効率的な符号化を可能にすることがわかった。スペクトル
的に隣接する周波数部分のエネルギー間の関係を記述するこのようなパラメータは、典型
的には、帯域幅拡張により達成可能なオーディオ品質を事実上損なうことなく、ごく少量
のビット数で量子化できることもわかった。
【００３６】
　本発明による別の実施形態は、符号化されたオーディオ情報に基づいて復号されたオー
ディオ情報を生成するためのオーディオデコーダを創造する。このオーディオデコーダは
、（オーディオコンテンツの）低周波数部分の符号化表現を復号して、低周波数部分の復
号表現を得るように構成された低周波数デコーダを備えている。また、このオーディオデ
コーダは、オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ
情報に包含されていない部分に関してはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を
得るように、かつオーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オー
ディオ情報に包含されている部分に関してはパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて帯域幅
拡張信号を得るように構成されている帯域幅拡張も備えている。
【００３７】
　このオーディオエンコーダは、オーディオ品質とビットレートとの間の優れたトレード
オフは、連続したオーディオコンテンツ片内であってもブラインド帯域幅拡張とパラメー
タ誘導の帯域幅拡張とを切り替えることが可能であれば達成可能である、という考えに基
づいている。それは、多くの典型的なオーディオコンテンツ片は、ブラインド帯域幅拡張
を用いて高いオーディオ品質を達成できる部分と十分なオーディオ品質を達成するために
はパラメータ誘導の帯域幅拡張が必要とされる部分の双方を含むことがわかったからであ
る。さらに、オーディオエンコーダに関連する先の説明と同じ考察がこのオーディオデコ
ーダにも当てはまることは明らかである。
【００３８】
　ある好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、フレーム毎に、帯域幅拡張
信号をブラインド帯域幅拡張を用いて得るか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて得
るかを決定するように構成されている。ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅
拡張との間のこのようなきめの細かい（フレーム毎の）切替えは、オーディオコンテンツ
の過度の劣化を避けるべくパラメータ誘導の帯域幅拡張が必要とされるフレームが定期的
に幾つか存在する場合でも、ビットレートを適度に低く保つ手助けをすることがわかった
。
【００３９】
　ある好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、連続したオーディオコンテ
ンツ片内でブラインド帯域幅拡張の使用とパラメータ誘導帯域幅拡張の使用とを切り替え
るように構成されている。この実施形態は、単一の（連続した）オーディオコンテンツ片
であっても、異なる種類の一節（又は、部分又はフレーム）を含む場合が多く、それらの
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一節にはパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて符号化（よって、必然的に復号）されるべ
きものがあるが、残りはオーディオ品質をさほど劣化させることなくブラインド帯域幅拡
張を用いて復号することができるものである、という発見に基づいている。
【００４０】
　ある好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、オーディオコンテンツの異
なる部分（例えば、異なるフレーム）について符号化されたオーディオ情報に含まれるフ
ラグを評価し、（例えば、そのフラグが関連付けられているフレームに関して）ブライン
ド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを決定するように構
成されている。したがって、ブラインド帯域幅拡張を用いるべきか又はパラメータ誘導の
帯域幅拡張を用いるべきかの決定は単純に保たれ、よって、このオーディオデコーダは、
ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを決定する
ための実質的な知能を有する必要がない。
【００４１】
　しかしながら、別の好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、ブラインド
帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを、低周波数部分の符
号化表現に基づいて、帯域幅拡張モードを信号伝達するフラグを評価することなく決定す
るように構成されている。したがって、このオーディオデコーダ内に知能を設けることに
より、帯域幅拡張モードを信号伝達するフラグを省略することができ、これにより、ビッ
トレートが低減される。
【００４２】
　ある好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用
いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを、（オーディオコンテンツの）低周
波数部分の復号表現の１つ以上の特徴に基づいて決定するように構成されている。低周波
数部分の復号表現の特徴は、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかの決定に高精度で使用できる量を構成することがわかった。これは、特
に、オーディオエンコーダ側で同じ特徴が使用される場合に当てはまる。したがって、帯
域幅拡張モードを信号伝達するフラグを評価することはもはや不要であり、これによりビ
ットレートの低減が可能になる。それは、オーディオエンコーダ側で帯域幅拡張モードの
信号伝達フラグを、符号化されたオーディオ表現へ包含する必要がないからである。
【００４３】
　ある好適な実施形態において、このオーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用
いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを、量子化された線形予測係数及び／
又は（オーディオコンテンツの）低周波数部分の復号表現の時間領域統計に基づいて決定
するように構成されている。量子化された線形予測係数はオーディオデコーダ側で容易に
得ることができ、かつ、スペクトル傾斜を導出させることにより、ブラインド帯域幅拡張
を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかの優れた指標として機能し得るこ
とがわかった。さらに、量子化された線形予測係数は、オーディオエンコーダ側でも容易
に入手可能であり、よって、ブラインド帯域幅拡張及びパラメータ誘導の帯域幅拡張との
間の切替えをオーディオエンコーダ側とオーディオデコーダ側で調和させることは、容易
に可能である。同様に、ゼロ交差レート等の、低周波数部分の復号表現の時間領域統計も
、オーディオデコーダ側でブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅
拡張を用いるかを決定するための信頼性の高い量であることがわかった。
【００４４】
　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号を、入力されたオーディ
オ情報（又は、コンテンツ）の時間的部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディ
オ情報へ包含されない時間的部分に関する低周波数部分の復号表現の１つ以上の特徴を用
いて、及び／又は低周波数デコーダの１つ以上のパラメータを用いて得るように構成され
ている。このようなブラインド帯域幅拡張は、結果的に高いオーディオ品質をもたらすこ
とがわかった。
【００４５】
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　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号を、入力されたオーディ
オ情報（又は、コンテンツ）時間的部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ
情報へ包含されない時間的部分に関するスペクトルの重心情報を用いて、及び／又はエネ
ルギー情報を用いて、及び／又は（スペクトル）傾斜情報を用いて、及び／又はコード化
されたフィルタ係数を用いて得るように構成されている。これらの量の使用は、高品質の
帯域幅拡張を達成する効率的な方法をもたらすことがわかった。
【００４６】
　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号を、オーディオコンテン
ツの時間的部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報へ包含される時間的
部分に関する高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータを
用いて得るように構成されている。高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットス
トリームパラメータの使用は、高品質を有するビットレート効率的なパラメータ誘導帯域
幅拡張を可能にし、スペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータは、高いビ
ットレートを必要とせず、オーディオフレーム当たり比較的少ないビット数のみで符号化
できることがわかった。結果的に、パラメータ誘導帯域幅拡張へ切り替えても、ビットレ
ートはさほど増大しない。
【００４７】
　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号を得るために、３００Ｈ
ｚから５００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから
５つまでの間のビットストリームパラメータを評価するように構成されている。知覚的に
重要な範囲にわたる帯域幅拡張を達成するに足るビットストリームパラメータの数は比較
的少数であり、よって、ビットレートの僅かな増加で高いオーディオ品質を達成できるこ
とがわかった。
【００４８】
　ある好適な実施形態において、３００Ｈｚから５００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高
周波数信号部分の強度を記述するその３つから５つまでの間のビットストリームパラメー
タは、オーディオフレーム当たり６ビットから１５ビットまでの間の帯域幅拡張スペクト
ル成形パラメータが存在するように、２又は３ビットの分解能でスカラ量子化される。こ
のような選択は、パラメータ誘導帯域幅拡張の極めて高いビットレート効率を可能にし、
帯域幅拡張品質は、ブラインド帯域幅拡張が優れた結果をもたらすオーディオコンテンツ
の「重要でない」部分に関して、典型的には、ブラインド帯域幅拡張を用いて達成可能な
帯域幅拡張品質と比肩し得ることがわかった。したがって、ブラインド帯域幅拡張が適用
される場合、及びパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される場合の双方において、均衡の
とれた品質が存在する。
【００４９】
　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘
導の帯域幅拡張へ切り替える場合、及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブライン
ド帯域幅拡張へ切り替える場合に、帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するよう
に構成されている。したがって、ブラインド帯域幅拡張及びパラメータ誘導帯域幅拡張の
異なる性質により引き起こされる場合もあるクリック又は「ブロッキングアーティファク
ト」は、回避することができる。
【００５０】
　ある好適な実施形態において、帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブ
ラインド帯域幅拡張が適用される部分に続いてパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される
部分に対して、帯域幅拡張信号の高周波数部分を減衰させるように構成されている。さら
に、帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、パラメータ誘導の帯域幅拡張が
適用される部分に続いてブラインド帯域幅拡張が適用される部分に対して、帯域幅拡張信
号の高周波数部分をあまり減衰させないように構成されている。したがって、ブラインド
帯域幅拡張が典型的に低域通過特性を示す効果は、パラメータ誘導帯域幅拡張の場合は必
ずしも当てはまらないにしても、ある程度は補償することができる。したがって、オーデ
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ィオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張を用いて復号される部分とパラメー
タ誘導帯域幅拡張を用いて復号される部分との間の遷移におけるアーティファクトは低減
される。
【００５１】
　本発明による別の実施形態は、入力されるオーディオ情報に基づいて符号化されたオー
ディオ情報を生成するための方法を創造する。この方法は、低周波数部分の符号化表現を
得るために、入力されたオーディオ情報の低周波数部分を符号化するステップを含む。ま
た、この方法は、帯域幅拡張情報を、入力されたオーディオ情報に基づいて生成するステ
ップも含む。帯域幅拡張情報は、選択的に、符号化されたオーディオ情報へ信号に適応し
て包含される。この方法は、上述のオーディオエンコーダの場合と同じ考察に基づいてい
る。
【００５２】
　本発明による別の実施形態は、符号化されたオーディオ情報に基づいて復号されたオー
ディオ情報を生成するための方法を創造する。この方法は、低周波数部分の復号表現を得
るために、低周波数部分の符号化表現を復号するステップを含む。この方法は、さらに、
オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報へ包含
されていない部分に関して、ブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を得るステッ
プを含む。この方法は、さらに、オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメー
タが符号化オーディオ情報へ包含されている部分に関して、パラメータ誘導の帯域幅拡張
を用いて帯域幅拡張信号を得るステップを含む。この方法は、上述のオーディオデコーダ
の場合と同じ考察に基づいている。
【００５３】
　本発明による別の実施形態は、コンピュータ上で実行されると上述の方法のうちの１つ
を実行するためのコンピュータプログラムを創造する。
【００５４】
　本発明による別の実施形態は、オーディオ情報を表す符号化されたオーディオ表現を創
造する。符号化されたオーディオ表現は、オーディオ情報の低周波数部分の符号化表現と
帯域幅拡張情報を含む。帯域幅拡張情報は、オーディオ情報の全ての部分ではないが幾つ
かの部分に関して、符号化されたオーディオ表現へ信号に適応して包含される。この符号
化されたオーディオ情報は、先に述べたオーディオエンコーダによって生成され、かつ先
に述べたオーディオデコーダによって評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は本発明の一実施形態によるオーディオエンコーダを示す略ブロック図であ
る。
【図２】図２は本発明の別の実施形態によるオーディオエンコーダを示す略ブロック図で
ある。
【図３】図３は周波数部分とそれらに関連した符号化されたオーディオ情報を示すグラフ
表現である。
【図４】図４は本発明の一実施形態によるオーディオデコーダを示す略ブロック図である
。
【図５】図５は本発明の別の実施形態によるオーディオデコーダを示す略ブロック図であ
る。
【図６】図６は本発明の一実施形態による符号化されたオーディオ表現を生成するための
方法を示すフローチャートである。
【図７】図７は本発明の一実施形態による復号されたオーディオ表現を生成するための方
法を示すフローチャートである。
【図８】図８は本発明の一実施形態による符号化されたオーディオ表現を示す略図である
。
【発明を実施するための形態】
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【００５６】
　続いて、添付の図面を参照して、本発明による実施形態を説明する。
【００５７】
　１.図１によるオーディオエンコーダ
【００５８】
　図１は本発明の一実施形態によるオーディオエンコーダを示す略ブロック図である。
【００５９】
　図１によるオーディオエンコーダ１００は、入力されたオーディオ情報１１０を受信し
、かつこれに基づいて符号化されたオーディオ情報１１２を生成する。オーディオエンコ
ーダ１００は、入力されたオーディオ情報１１０の低周波数部分を符号化して低周波数部
分の符号化表現１２２を得るように構成された低周波数エンコーダ１２０を備えている。
オーディオエンコーダ１００は、入力されたオーディオ情報１１０に基づいて帯域幅拡張
情報１３２を生成するように構成された帯域幅拡張情報プロバイダ１３０も備えている。
オーディオエンコーダ１００は、帯域幅拡張情報１３２を、符号化されたオーディオ情報
１１２へ信号に適応して選択的に包含するように構成されている。
【００６０】
　オーディオエンコーダ１００の機能性に関しては、オーディオエンコーダ１００は入力
されたオーディオ情報１１０のビットレート効率的な符号化を提供すると言うことができ
る。低周波数部分、例えば約６ｋＨｚ又は７ｋＨｚまでの周波数範囲における周波数部分
は、低周波数エンコーダ１２０を用いて符号化され、その場合、既知のオーディオ符号化
概念の何れをも使用することができる。例えば、低周波数エンコーダ１２０は、（例えば
、ＡＡＣオーディオエンコーダのような）「汎用オーディオ」エンコーダであっても、（
例えば、線形予測ベースのオーディオエンコーダ、ＣＥＬＰオーディオエンコーダ、ＡＣ
ＥＬＰオーディオエンコーダ、などのような）音声タイプのオーディオエンコーダであっ
てもよい。したがって、入力されたオーディオ情報の低周波数部分は、従来の概念のいず
れかを用いて符号化される。それでも、低周波数部分の符号化表現１２２のビットレート
は適度に小さく保たれる。それは、約６ｋＨｚから７ｋＨｚまでの周波数成分のみが符号
化されるからである。さらに、オーディオエンコーダ１００は、帯域幅拡張情報を、例え
ば、低周波数エンコーダ１２０により符号化される周波数領域より高い周波数を含む周波
数領域のような、入力されたオーディオ情報１１０の高周波数部分を記述する帯域幅拡張
パラメータの形式で生成することができる。したがって、帯域幅拡張情報プロバイダ１３
０は、図１には示されていないオーディオデコーダ側で実行される帯域幅拡張を制御でき
る、符号化されたオーディオ情報１１２のサイド情報を生成することができる。帯域幅拡
張情報（又は、帯域幅拡張サイド情報）は、例えば、入力されたオーディオ情報の高周波
数部分、即ち低周波数エンコーダ１２０では扱われない周波数範囲、のスペクトル形状（
又は、スペクトル包絡線）を表現してもよい。
【００６１】
　しかしながら、オーディオエンコーダ１００は、帯域幅拡張情報が、符号化されたオー
ディオ情報１１２へ包含されるべきかどうかを、信号に適応して決定するように構成され
ている。したがって、オーディオエンコーダ１００は、オーディオデコーダ側でオーディ
オ情報を復元するために必要とされる（又は、少なくとも望ましい）場合にのみ、帯域幅
拡張情報を符号化オーディオ情報１１２へ包含することができる。この点に関して、この
オーディオエンコーダは、入力されたオーディオ情報の部分に関して（又は等価的に、符
号化されたオーディオ情報の部分に関して）、帯域幅拡張情報１３２が帯域幅拡張情報プ
ロバイダ１３０によって生成されるかどうかも制御してもよい。というのは、元来、帯域
幅拡張情報が符号化オーディオ情報へ包含されないのであれば、入力されたオーディオ情
報（又は、符号化されたオーディオ情報）の部分に関して帯域幅拡張情報を生成する必要
がないからである。したがって、オーディオエンコーダ１００により実行される何らかの
分析プロセス及び／又は決定プロセスに基づいて、オーディオデコーダ側でのオーディオ
コンテンツの対応部分の復元に際して、所定のオーディオ品質を達成するための帯域幅拡



(17) JP 2016-509257 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

張情報が不要であることが見つかれば、オーディオエンコーダ１００は、帯域幅拡張情報
１３２を符号化オーディオ情報１１２へ包含するのを回避することによって、符号化オー
ディオ情報１１２のビットレートを可能な限り小さく保つことができる。
【００６２】
　したがって、オーディオエンコーダ１００は、オーディオデコーダ側で（所定のオーデ
ィオ品質を達成するために）必要とされる場合にのみ、帯域幅拡張情報を符号化オーディ
オ情報へ包含する。このことは、符号化オーディオ情報１１２のビットレートを低減させ
る手助けをするとともに、オーディオデコーダ側での符号化オーディオ情報の復号に際し
て、低いオーディオ品質を回避するために帯域幅拡張情報が必要とされれば、適切な帯域
幅拡張情報１３２が符号化オーディオ情報１１２に包含されることを保証する。したがっ
て、オーディオエンコーダ１００により、ビットレートとオーディオ品質との間に、従来
の手法に比べて改良されたトレードオフが達成される。
【００６３】
　例えば、このオーディオデコーダは、オーディオフレーム毎に、帯域幅拡張情報が符号
化オーディオ情報１１２へ包含されるべきかどうかを（又は、帯域幅拡張情報が決定され
るべきかどうかさえも）決定してもよい。しかしながら、代替として、オーディオデコー
ダは、「入力」毎に（例えば、オーディオファイル毎、又はオーディオストリーム毎に）
、帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報１１２へ包含されるべきかどうかを決定しても
よい。この目的のために、その決定が信号に適応して行われるように、入力を（例えば、
符号化に先行して）分析してもよい。
【００６４】
　２.図２によるオーディオエンコーダ
【００６５】
　図２は本発明の一実施形態によるオーディオエンコーダを示す略ブロック図である。オ
ーディオエンコーダ２００は、入力されたオーディオ情報２１０を受信し、かつこれに基
づいて符号化されたオーディオ情報２１２を生成する。オーディオエンコーダ２００は低
周波数エンコーダ２２０を備えており、低周波数エンコーダ２２０は先に述べた低周波数
エンコーダ１２０に実質的に等しいものであってもよい。低周波数エンコーダ２２０は、
入力されたオーディオ情報の（又は、等価的に、入力されたオーディオ情報２１０により
表現されるオーディオコンテンツの）低周波数部分の符号化表現２２２を生成する。オー
ディオエンコーダ２００は帯域幅拡張情報プロバイダ２３０も備えており、帯域幅拡張情
報プロバイダ２３０は先に述べた帯域幅拡張情報プロバイダ１３０に実質的に等しいもの
であってもよい。帯域幅拡張情報プロバイダ２３０は、典型的には、入力されたオーディ
オ情報２１０を受信する。しかしながら、帯域幅拡張情報プロバイダ２３０は、低周波数
エンコーダ２２０から制御情報（又は中間情報）も受信してもよく、その制御情報（又は
中間情報）は、例えば、入力されたオーディオ情報２１０の低周波数部分のスペクトル（
又はスペクトル形状、又はスペクトル包絡線）に関する情報を含んでもよい。しかしなが
ら、その制御情報（又は、中間情報）は、符号化パラメータ（例えば、ＬＰＣフィルタ係
数、又はＭＤＣＴ係数もしくはＱＭＦ係数のような変換領域値）なども含んでもよい。さ
らに、帯域幅拡張情報プロバイダ２３０は、任意ではあるが、低周波数部分の符号化表現
２２２、又は少なくともその一部を受信してもよい。さらに、オーディオエンコーダ２０
０は検出器２４０を備えており、検出器２４０は入力されたオーディオ情報２１０の所定
の部分に関して（又は、符号化されたオーディオ情報２１２の所定の部分に関して）帯域
幅拡張情報が符号化オーディオ情報２１２へ包含されるかどうかを決定するように構成さ
れている。任意ではあるが、検出器２４０は、入力されたオーディオ情報２１０の（又は
、符号化されたオーディオ情報２１２の）上記所定の部分に関して、その帯域幅拡張情報
が帯域幅拡張情報プロバイダ２３０によって決定されるかどうかも決定してもよい。した
がって、検出器２４０は、入力されたオーディオ情報２１０、及び／又は（例えば、先に
述べたように）低周波数エンコーダ２２０から制御情報もしくは中間情報２２４、及び／
又は低周波数部分の符号化表現２２２を受信してもよい。さらに、検出器２４０は、帯域
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幅拡張情報の選択的生成及び／又は帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報２１２への選
択的包含を制御する制御信号２４２を生成するように構成されている。
【００６６】
　オーディオエンコーダ２００の機能性に関しては、オーディオエンコーダ１００に関し
て行った先の説明を参照されたい。
【００６７】
　さらに、検出器２４０は中心的な役割をもっていることに留意されるべきである。とい
うのは、検出器２４０は、帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報２１２へ包含されるか
否かを決定し、したがってさらに、符号化オーディオ情報２１２を受信するオーディオデ
コーダが、入力オーディオ情報２１０により記述されるオーディオコンテンツを、ブライ
ンド帯域幅拡張を用いて復元するか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張（帯域幅拡張情報は
パラメータ誘導の帯域幅拡張を誘導するパラメータを表す）を用いて復元するかを決定す
るからである。
【００６８】
　一般的に言えば、検出器は、ブラインド帯域幅拡張を使用する低周波数部分の符号化表
現２２２に基づいては十分な又は所望される品質で復号できない、入力されたオーディオ
情報の部分を識別する。言い替えれば、検出器２４０は、低周波数部分の符号化表現２２
２が単独では、十分な品質を有するブラインド帯域幅拡張を見込めない場合を認識すべき
である。表現を変えれば、検出器２４０は、好ましくは、入力されたオーディオ情報につ
いて、低周波数部分に基づいて、容認できる（又は、所望される）オーディオ品質に達す
る十分な（又は、所望される）精度で帯域幅拡張パラメータを推定できない部分を識別す
る。結果的に、検出器２４０は、制御信号２４２を用いて、入力されたオーディオ情報の
部分のうち、ブラインド帯域幅拡張を使用する（即ち、エンコーダから帯域幅拡張情報を
受信しない）低周波数部分の符号化表現２２２に基づいて十分な又は所望される品質で復
号できない部分に関しては、帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報へ包含されるべきで
あることを決定することができる。等価的に、検出器は、制御信号２４２を用いて、入力
されたオーディオ情報の部分のうち、低周波数部分（又は、等価的に、低周波数部分の符
号化表現２２２）に基づいて帯域幅拡張パラメータを十分な又は所望される品質で推定で
きない部分に関しては、帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報へ包含されるべきである
ことを決定することができる。
【００６９】
　帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報へ包含されるべきであるような部分を識別する
（又は、等価的に、入力されたオーディオ情報の部分のうち、帯域幅拡張情報を符号化オ
ーディオ情報２１２へ包含する必要がない部分を識別する）ために、検出器２４０は異な
る方策を用いてもよい。先に述べたように、検出器２４０は異なるタイプの入力情報を受
信してもよい。事例によっては、検出器による、帯域幅拡張情報が符号化オーディオ情報
２１２へ包含されるべきか否かの決定は、専ら入力されたオーディオ情報２１０に基づい
てもよう。言い替えれば、検出器２４０は、例えば、入力されたオーディオ情報２１０を
分析して、入力されたオーディオ情報のどの部分（符号化されたオーディオ情報２１２の
部分に対応する）に関して、容認できる（又は、所望される）オーディオ品質に達するた
めに帯域幅拡張情報２３２を符号化オーディオ情報２１２へ包含する必要があるか、を見
出すように構成されていてもよい。しかしながら、検出器２４０のこの決定は、オーディ
オ情報２１０を分析する代わりに、低周波数エンコーダ２００により生成される何らかの
制御情報又は中間情報２２４に基づいてもよい。あるいは、又はさらに、検出器２４０の
この決定は、入力されたオーディオ情報２１０の低周波数部分の符号化表現２２２に基づ
いてもよい。したがって、検出器は、異なる量を評価して、オーディオデコーダ側のブラ
インド帯域幅拡張が十分なオーディオ品質をもたらすか（又は、十分なオーディオ品質を
もたらす可能性が高いか、又は十分なオーディオ品質をもたらすことが期待されるか）ど
うか、を決定（又は、推定）してもよい。
【００７０】
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　例えば、検出器は、入力されたオーディオ情報２１０の部分が時間的に静止した部分で
あるかどうか、かつ入力されたオーディオ情報２１０のこれらの部分が低域通過特性を有
するかどうか、を決定してもよい。例えば、検出器２４０は、時間的に静止した部分であ
ることが見出され、かつ低域通過特性を有する部分に関しては、帯域幅拡張情報を符号化
オーディオ情報２１２へ包含する必要がない、と決定してもよい。というのは、入力され
たオーディオ情報２１０のこのような部分は、典型的には、オーディオデコーダ側におい
て、ブラインド帯域幅拡張を用いる場合でも十分に高いオーディオ品質で復元できること
が認識されているからである。これは、ブラインド帯域幅拡張は、入力されたオーディオ
情報（又は、コンテンツ）の部分のうち、オーディオコンテンツの著しい変化を含まず（
又は、オーディオコンテンツの過渡又は他の著しい変動を含まず）、よって時間的に静止
しているとみなすことのできる部分に対して典型的にうまく機能する、という事実のため
である。さらに、ブラインド帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち低域通過
特性を含む部分に対して、即ち、オーディオコンテンツの部分のうち低周波数部分の強度
が高周波数部分の強度より高い部分に対しては、うまく機能することがわかった。それは
、このことが大部分のブラインド帯域幅拡張概念の基本的な想定であるからである。した
がって、検出器２４０は、低域通過特性を有する時間的に静止したそのような部分に関し
ては、帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報２１２への包含を選択的に省略するように
制御信号２４２を用いて信号伝達してもよい。
【００７１】
　例えば、検出器２４０は、入力されたオーディオ情報の部分のうち発声音声を含む部分
、及び／又は、入力されたオーディオ情報の部分のうち環境雑音を含む部分、及び／又は
、入力されたオーディオ情報の部分のうち打楽器使用のない音楽を含む部分を識別するよ
うに構成されていてもよい。入力されたオーディオ情報のこのような部分は、典型的には
、時間的に静止していて低域通過特性を含み、よって、検出器２４０は、典型的には、こ
のような部分に関して帯域幅拡張情報の符号化オーディオ情報への包含を省略するように
信号伝達する。
【００７２】
　あるいは、又はさらに、検出器２４０は、入力されたオーディオ情報の高周波数部分に
おけるスペクトル形状が、低周波数部分のスペクトル包絡線に基づいて（例えば、ブライ
ンド帯域幅拡張により適用される概念を用いて）適度な精度で予測できるかどうかを分析
してもよい。したがって、検出器は、例えば、低周波数部分のスペクトル包絡線（例えば
、低周波数部分の中間情報２２４により、又は符号化表現２２２により記述されることが
ある）と、高周波数部分のスペクトル包絡線（例えば、入力されたオーディオ情報２１０
に基づいて検出器２４０で決定されることがある）との差分が、予め決められた差分の大
きさ以上であるかどうかを決定するように構成されていてもよい。例えば、検出器２４０
は、この差分を、スペクトル包絡線の強度差に関して、又は形状差に関して、又は周波数
にわたる変動に関して、又は他の任意の特性に関して決定してもよい。したがって、検出
器２４０は、低周波数部分のスペクトル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差
分が既定の差分の大きさ以上であることを見いだすことに応答して、帯域幅拡張情報２３
２を入力オーディオ情報へ包含することを決定し、（かつ信号伝達）してもよい。言い替
えれば、検出器２４０は、低周波数部分のスペクトル包絡線に基づいて高周波数部分のス
ペクトル包絡線をどの程度良好に予測できるかを決定してもよく、もしこの予測がよい結
果を得ることができない場合（例えば、高周波数部分の予測されたスペクトル包絡線が高
周波数部分の実際のスペクトル包絡線からあまりにかけ離れている場合に相当する）、オ
ーディオデコーダ側で帯域幅拡張情報２３２が必要とされるものと結論づけてもよい。し
かしながら、検出器２４０は、高周波数部分の予測されたスペクトル包絡線を高周波数部
分の実際のスペクトル包絡線と比較するのではなく、その代わりに低周波数部分のスペク
トル包絡線を高周波数部分のスペクトル包絡線と比較してもよい。これは、ブラインド帯
域幅推定を適用した場合、高周波数部分のスペクトル包絡線が低周波数部分のスペクトル
包絡線に大体類似することが想定されるのであれば意味がある。
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【００７３】
　あるいは、又はさらに、検出器２４０は、無声音を含む部分、及び／又は打楽器音を含
む部分を識別してもよい。このような場合、高周波数部分のスペクトル包絡線は、典型的
には、低周波数部分のスペクトル包絡線とは著しく異なることから、検出器は、入力オー
ディオ情報（又は、符号化されたオーディオ情報）の部分のうち無声音を含むか又は打楽
器音を含むそのような部分に関して帯域幅拡張情報を符号化オーディオ表現へ包含するよ
うに信号伝達してもよい。
【００７４】
　しかしながら、あるいは又はさらに、検出器２４０は入力されたオーディオ情報２１０
の部分のスペクトル傾斜を分析してもよい。また、検出器２４０は、入力されたオーディ
オ情報の部分のスペクトル傾斜に関する情報を用いて、帯域幅拡張情報２３２が符号化オ
ーディオ情報２１２へ包含されるべきかどうかを決定してもよい。このような概念は、ブ
ラインド帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち高周波数範囲に比べて低周波
数範囲内により多くのエネルギー（又は、一般には、強度）が存在する部分に対してうま
く機能するという考えに基づいている。一方で、高周波数部分（高周波数範囲としても示
される）が「支配的」、即ち十分な量のエネルギーを含んでいれば、ブラインド帯域幅拡
張は、典型的には、オーディオコンテンツをうまく再生することができず、よって、帯域
幅拡張情報が符号化オーディオ情報へ包含されるべきである。したがって、実施形態によ
っては、検出器は、（周波数にわたるエネルギー、又は一般には強度、の分布を記述する
）スペクトル傾斜が一定又は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかを決定する。スペク
トル傾斜が一定の又は可変の傾斜しきい値以上（これは、少なくとも、周波数の増加に伴
ってエネルギー又は強度が低下する「通常の」事例と比較した場合、オーディオコンテン
ツの高周波数部分に比較的大きいエネルギー又は強度が存在することを意味する）であれ
ば、検出器は帯域幅拡張情報を符号化オーディオ情報へ包含するように決定してもよい。
【００７５】
　これまでに述べた特徴の幾つか又は全てに加えて、検出器は入力されたオーディオ情報
の部分のゼロ交差レートも評価してもよい。さらに、帯域幅拡張情報を包含するかどうか
に関する検出器の決定も、決定されたゼロ交差レートが一定又は可変のゼロ交差レートし
きい値以上であるかどうかに基づいてもよい。この概念は、高いゼロ交差レートは典型的
には高い周波数が入力オーディオ情報において重要な役割を果たすことを示し、ひいては
これが、オーディオデコーダ側でパラメータ誘導式帯域幅拡張が使用されるべきであるこ
とを示す、という考えに基づいている。
【００７６】
　さらに、検出器２４０は、好ましくは、帯域幅拡張情報２３２を符号化オーディオ情報
へ包含することと包含しないこととの間の過度の切替えを回避するために、何らかのヒス
テリシスを用いてもよいことは留意されるべきである。例えば、そのヒステリシスは可変
の傾斜しきい値へ適用してもよく、可変のゼロ交差レートしきい値へ適用してもよく、又
は、帯域幅拡張情報を包含することから包含しないことへの遷移もしくはその逆の遷移に
ついて決定するために使用される他の任意のしきい値へ適用してもよい。したがって、ヒ
ステリシスは、入力オーディオ情報の現在の部分に関して帯域幅拡張情報が包含されてい
る場合に、帯域幅拡張情報包含の省略へ切り替える確率を減らすようにしきい値を変えて
よい。同様に、入力オーディオ情報の現在の部分に関して帯域幅拡張情報の包含が回避さ
れている場合、しきい値を、帯域幅拡張情報の包含へ切り替える確率を減らすように変え
てもよい。したがって、異なるモード間の遷移によって引き起こされことのあるアーティ
ファクトを減らすことができる。
【００７７】
　以下、帯域幅拡張情報プロバイダ２３０に関連する幾つかの詳細について論じる。特に
、帯域幅拡張情報２３２が符号化オーディオ情報へ包含されるべきであるという検出器の
信号伝達に応答して、どの情報が符号化オーディオ情報２１２へ包含されるかについて説
明する。説明のために図３も参照する。図３は、入力されたオーディオ情報の周波数部分
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と、符号化されたオーディオ表現へ包含されるパラメータを概略的に示している。横座標
３１０は周波数を表し、縦座標３１２は異なるスペクトルビン（例えば、ＭＤＣＴ係数、
ＱＭＦ係数、ＦＦＴ係数など）の強度（例えば、振幅又はエネルギーのような強度）を表
している。図から分かるように、入力されたオーディオ情報の低周波数部分は、例えば、
低い方の周波数境界（例えば、０、５０Ｈｚ、３００Ｈｚ又は他の任意の適度な低い周波
数境界）から約６.４ｋＨｚまでの周波数範囲を網羅することができる。図から分かるよ
うに、符号化表現２２２はこの低周波数部分（例えば、３００Ｈｚから６.４ｋＨｚまで
など）に関して生成することができる。さらに、例えば６.４ｋＨｚから８ｋＨｚまでの
範囲の高周波数部分が存在する。しかし、高周波数部分は、当然、典型的には受聴者が知
覚できる周波数範囲によって限定される異なる周波数範囲を網羅することができる。しか
しながら、図３で分かるように、一例として、参照符号３２０で示されるスペクトル包絡
線は、高周波数部分において不規則な形状を含む。さらに、スペクトル包絡線３２０は、
高周波数部分において比較的大きいエネルギーを含み、かつさらには、７.２ｋＨｚから
７.６ｋＨｚまでの間で比較的高いエネルギーを含むことが分かる。比較として、図３に
は、第２のスペクトル包絡線３３０も示されていて、第２のスペクトル包絡線３３０は高
周波数部分において（例えば、単位周波数当たりの）強度又はエネルギーの減衰を示して
いる。したがって、スペクトル包絡線３２０は、典型的には、検出器に、オーディオコン
テンツの部分のうちスペクトル包絡線３２０を含む部分に関して帯域幅拡張情報を符号化
オーディオ表現へ包含することを決定させ、一方でスペクトル包絡線３３０は、典型的に
は、検出器に、オーディオコンテンツの部分のうちスペクトル包絡線３３０を含む部分に
関して帯域幅拡張情報の包含を省略することを決定させる。
【００７８】
　図からさらに分かるように、オーディオコンテンツの部分のうちスペクトル包絡線３２
０を含む部分に関しては、４つのスカラパラメータが符号化オーディオ表現へ帯域幅拡張
情報として包含される。第１のスカラパラメータは、例えば、６.４ｋＨｚから６.８ｋＨ
ｚまでの周波数範囲のスペクトル包絡線（又はこのスペクトル包絡線の平均）を記述する
ことができ、第２のスカラパラメータは６.８ｋＨｚから７.２ｋＨｚまでの周波数範囲の
スペクトル包絡線３２０（又はその平均）を記述することができ、第３のスカラパラメー
タは７.２ｋＨｚから７.６ｋＨｚまでの周波数範囲のスペクトル包絡線３２０（又は、そ
の平均）を記述することができ、第４のスカラパラメータは７.６ｋＨｚから８ｋＨｚま
での周波数範囲のスペクトル包絡線（又はその平均）を記述することができる。これらの
スカラパラメータは、スペクトル包絡線を絶対的に、又はスペクトル的に先行する周波数
範囲（又は周波数領域）に関して相対的に記述することができる。例えば、第１のスカラ
パラメータは、６.４ｋＨｚから６.８ｋＨｚまでの周波数範囲におけるスペクトル包絡線
と、より低い周波数範囲（例えば、６.４ｋＨｚ未満）におけるスペクトル包絡線との間
の強度比（これは、例えば、何らかの量に正規化してもよい）を記述することができる。
第２、第３及び第４のスカラパラメータは、例えば、隣接する周波数範囲におけるスペク
トル包絡線（の強度）間の差（又は割合）を記述することができ、よって、例えば、第２
のスカラパラメータは、６.８ｋＨｚから７.２ｋＨｚまでの周波数範囲におけるスペクト
ル包絡線（の平均値）と、６.４ｋＨｚから６.８ｋＨｚまでの周波数範囲におけるスペク
トル包絡線との間の割合を記述することができる。
【００７９】
　さらに、低周波数部分、即ち６.４ｋＨｚ未満の周波数部分、の符号化表現は、どんな
場合でも包含できることは留意されるべきである。６.４ｋＨｚ未満の周波数部分（低周
波数部分）は、任意の周知の符号化概念を用いて、例えば、ＡＡＣ（又はその派生方法）
のような「汎用オーディオ」符号化、又は（例えば、ＣＥＬＰ、ＡＣＥＬＰ又はこれらの
派生方法のような）音声符号化を用いて符号化することができる。したがって、オーディ
オコンテンツの部分のうちスペクトル包絡線３２０を含む部分に関しては、低周波数部分
の符号化表現と４つのスカラ帯域幅拡張パラメータ（これらは、比較的少ないビット数を
用いて量子化することができる）の双方が、符号化オーディオ表現へ包含される。一方、
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オーディオコンテンツの部分のうちスペクトル包絡線３３０を含む部分に関しては、低周
波数部分の符号化表現のみが符号化オーディオ表現へ包含され、（スカラ）帯域幅拡張パ
ラメータは符号化オーディオ表現へ包含されない。（しかしながら、これにより重大な問
題は生じない。というのは、スペクトル包絡線３３０は、規則的かつ減衰する（低域通過
）特性を示し、ブラインド帯域幅拡張を用いてうまく復元できるからである。）
【００８０】
　結論を言えば、オーディオエンコーダ２００は、入力されたオーディオ情報の高周波数
部分のスペクトル包絡線を表すパラメータを符号化オーディオ情報へ信号に適応して帯域
幅拡張情報として選択的に包含するように構成されている。例えば、図３を参照して述べ
たスカラ帯域幅拡張パラメータは、符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含さ
せることができる。一般的に言えば、低周波数エンコーダ２２０は、入力されたオーディ
オ情報２１０のうち６ｋＨｚから７ｋＨｚまでの範囲内に存在する最大周波数（図３の例
では、６.４ｋＨｚの境界が使用されている）までの周波数を含む低周波数部分を符号化
するように構成されていてもよい。さらに、このオーディオエンコーダは、符号化された
オーディオ表現へ、３００Ｈｚから５００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部
分の強度を記述する３つから５つまでの間のパラメータを選択的に包含するように構成さ
れていてもよい。図３の例では、約４００Ｈｚの帯域幅を有する高周波数信号部分の強度
を記述する４つのスカラパラメータが示されている。言い替えれば、このオーディオエン
コーダは、符号化されたオーディオ表現へ、４つの高周波数信号部分の強度を記述する４
つのスカラ量子化されたパラメータを包含するように構成されていてもよい。それらの高
周波数信号部分は、（例えば、図３を参照して説明したような）低周波数部分より上の（
例えば、図３に示されているような）周波数範囲を網羅している。例えば、オーディオエ
ンコーダは、符号化されたオーディオ表現へ、スペクトル的に隣接する周波数部分間のエ
ネルギー又は強度の関係を記述する複数のパラメータを選択的に包含するように構成され
ていてもよく、それらのパラメータのうちの１つは、第１の帯域幅拡張の高周波数部分の
エネルギー又は強度と、低周波数部分のエネルギー又は強度との割合を記述し、他のパラ
メータは、他の帯域幅拡張高周波数部分間のエネルギー又は強度の割合を記述する（ここ
で、帯域幅拡張の高周波数部分は、６.４ｋＨｚから６.８ｋＨｚまで、６.８ｋＨｚから
７.２ｋＨｚまで、７.２ｋＨｚから７.６ｋＨｚまで、及び７.６ｋＨｚｋら８ｋＨｚまで
の周波数部分とすることができる）。あるいは、（高周波数信号部分の強度を記述する）
３つから５つまでの間の包絡線形状パラメータはベクトル量子化してもよい。ベクトル量
子化は、典型的には、スカラ量子化よりも幾分効率的である。一方、ベクトル量子化は、
スカラ量子化よりも複雑である。言い替えれば、４つの帯域幅拡張エネルギー値の量子化
は、代替的に、（スカラ量子化を用いるよりもむしろ）ベクトル量子化を用いて実行する
ことが可能である。
【００８１】
　結論を言えば、オーディオエンコーダは、符号化されたオーディオ表現へ比較的単純な
帯域幅拡張情報を包含するように構成されていてもよく、よって、符号化されたオーディ
オ表現のビットレートは、入力されたオーディオ情報（又は、符号化されたオーディオ表
現）の部分のうち、検出器によりパラメータ誘導の帯域幅拡張が望ましいことが見いださ
れる部分に関してのみ僅かに増大する。
【００８２】
　３.図４によるオーディオデコーダ
【００８３】
　図４は、本発明の一実施形態によるオーディオデコーダを示す略ブロック図である。図
４によるオーディオデコーダ４００は、（例えば、オーディオエンコーダ１００により、
又はオーディオエンコーダ２００により生成され得る）符号化されたオーディオ情報４１
０を受信し、かつこれに基づいて、復号されたオーディオ情報４１２を生成する。
【００８４】
　オーディオデコーダ４００は低周波数デコーダ４２０を備え、低周波数デコーダ４２０
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は符号化されたオーディオ情報４１０（又は少なくとも、符号化されたオーディオ情報４
１０に含まれる低周波数部分の符号化表現）を受信し、低周波数部分の符号化表現を復号
し、かつ低周波数部分の復号表現４２２を得る。オーディオデコーダ４００は、（符号化
オーディオ情報４１０により表現された）（符号化された）オーディオコンテンツの部分
のうち、帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報４１０に包含されない部分に関し
てはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号４３２を得るように、かつオーディオ
コンテンツの部分のうち、帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報（又は、符号化
オーディオ表現）４１０に包含される部分に関しては、（符号化されたオーディオ情報４
１０に包含された帯域幅拡張情報又は帯域幅拡張パラメータを利用する）パラメータ誘導
の帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号４３２を得るように構成されている帯域幅拡張４３
０も含む。
【００８５】
　したがって、オーディオデコーダ４００は、帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ
情報４１０に包含されるか否かに関わらず、帯域幅拡張を実行することができる。したが
って、このオーディオデコーダは、符号化されたオーディオ情報４１０に適応することが
でき、かつ、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張との間に切替えが存在
するという概念を可能にする。結果的に、オーディオデコーダ４００は、オーディオコン
テンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張を用いては十分な品質で復元できない部分（
例えば、フレーム）に関してのみ帯域幅拡張パラメータが包含される符号化されたオーデ
ィオ情報４１０を処理することができる。したがって、低周波数部分の復号表現及び帯域
幅拡張信号の双方を含む復号されたオーディオ情報４１２（帯域幅拡張信号は、例えば、
低周波数部分の復号表現４２２へ付加することができ、これにより復号されたオーディオ
情報４１２が得られる）を生成することができる。
【００８６】
　したがって、オーディオデコーダ４００は、オーディオ品質とビットレートとの間の優
れたトレードオフを達成する手助けをする。
【００８７】
　以下、例えば図５を参照して、オーディオデコーダ４００の任意のさらなる改良につい
て述べる。
【００８８】
　４.図５によるオーディオデコーダ
【００８９】
　図５は、本発明の別の実施形態によるオーディオデコーダ５００を示す略ブロック図で
ある。オーディオデコーダ５００は、符号化されたオーディオ情報（符号化されたオーデ
ィオ表現としても示される）５１０を受信し、かつこれに基づいて、復号されたオーディ
オ情報（復号されたオーディオ表現としても示される）５１２を生成する。オーディオデ
コーダ５００は低周波数デコーダ５２０を備えている。低周波数デコーダ５２０は低周波
数デコーダ４２０と等しいものであってもよく、かつ同等な機能性を実現してもよい。し
たがって、低周波数デコーダ５００は、符号化されたオーディオ情報５１０によって表現
されたオーディオコンテンツの低周波数部分の復号表現５２２を生成する。オーディオデ
コーダ５００は帯域幅拡張５３０も備えており、帯域幅拡張５３０は帯域幅拡張４３０と
同じ機能性を実現してもよい。
【００９０】
　したがって、帯域幅拡張５３０は帯域幅拡張信号５３２を生成することができ、帯域幅
拡張信号５３２は、典型的には、低周波数部分の復号表現５２２と結合され（例えば、付
加され）、これにより復号されたオーディオ情報５１２が得られる。帯域幅拡張５３０は
、例えば、低周波数部分５２２の復号表現５２２を受信してもよい。しかしながら、代替
として、帯域幅拡張５３２は、低周波数デコーダ５２０によって生成される制御情報（補
助情報又は中間情報とも考えられる）５２４を受信してもよい。補助情報又は制御情報又
は中間情報５２４は、例えば、オーディオコンテンツの低周波数部分のスペクトル形状、
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低周波数部分の復号表現のゼロ交差レート、又は低周波数デコーダ５２０により使用され
帯域幅拡張のプロセスにおいて有用である他の任意の中間量を表現することができる。さ
らに、このオーディオデコーダは制御装置５４０を備え、制御装置５４０は、帯域幅拡張
５３０によってブラインド帯域幅拡張が実行されるべきか、パラメータ誘導の帯域幅拡張
が実行されるべきかを示す制御情報５４２を生成するように構成されている。制御装置５
４０は制御情報５４２を生成するために異なるタイプの情報を用いてもよい。例えば、制
御装置５４０は帯域幅拡張モード・ビットストリームフラグを受信してもよい。帯域幅拡
張モード・ビットストリームフラグは符号化されたオーディオ情報５１０に包含されるこ
とがある。例えば、符号化されたオーディオ情報には、各部分（例えば、各フレーム）毎
に１つの帯域幅拡張モード・ビットストリームフラグを存在させることができる。帯域幅
拡張モード・ビットストリームフラグは、制御装置５４０によって符号化オーディオ情報
から抽出することが可能であり、かつ制御情報５４２を導出するために使用してもよい（
又は、帯域幅拡張モード・ビットストリームフラグは、そのまま制御情報５４２を構成し
てもよい）。しかしながら、あるいは、低周波数部分を表現し、及び／又は低周波数部分
の復号方法を記述する情報（したがって、「低周波数部分復号情報」としても示される）
を制御装置５４０が受信してもよい。あるいは、又はさらに、制御装置５４０は低周波数
デコーダから制御情報又は補助情報又は中間情報５２４を受信してもよい。それらの情報
は、例えば、低周波数部分のスペクトル包絡線に関する情報、及び／又は低周波数部分の
復号表現のゼロ交差レートに関する情報を運ぶことができる。しかしながら、制御情報又
は補助情報又は中間情報５２４は、低周波数部分の復号表現５２２の統計に関する情報も
運んでもよく、又は、低周波数部分の符号化表現から低周波数デコーダ５２０により導出
される他の任意の中間情報（低周波数部分復号情報としても示される）を表現してもよい
。
【００９１】
　あるいは、又はさらに、制御装置５４０は低周波数部分の復号表現５２２を受信しても
よく、かつ自らが、低周波数部分の復号表現５２２から特徴値（例えば、ゼロ交差レート
情報、スペクトル包絡線情報、スペクトル傾斜情報など）を導出してもよい。
【００９２】
　したがって、制御装置５４０は、ビットストリームフラグを評価して、符号化されたオ
ーディオ情報５１０内に（ブラインド帯域幅拡張が使用されるべきか、パラメータ誘導の
帯域幅拡張が使用されるべきかを信号伝達する）ようなビットストリームフラグが含まれ
ていれば、ブラインド／パラメータ誘導制御情報５４２を生成してもよい。しかしながら
、（例えば、ビットレートを節約するために）符号化されたオーディオ情報５１０内にそ
のようなビットストリームフラグが含まれていなければ、制御装置５４０は、典型的には
、他の情報に基づいて、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡
張を用いるかを決定する。この目的のために、低周波数部分復号情報（低周波数部分の符
号化表現に等しいもの、又はそのサブセットに等しいものであってもよい）は、制御装置
５４０によって評価されてもよい。あるいは、又はさらに、この制御装置は、ブラインド
帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを決定するために、即
ち、制御情報５４２を生成するために、低周波数部分の復号表現５２２を考慮してもよい
。さらに、制御装置５４０は、任意ではあるが、低周波数デコーダ５２０により生成され
る制御情報又は補助情報又は中間情報５２４を用いてもよい。ただし、低周波数デコーダ
５２０が制御装置５４０により使用可能な任意の中間量を生成するものとする。
【００９３】
　したがって、制御装置５４０は、帯域幅拡張を、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘
導の帯域幅拡張との間で切り替えることができる。
【００９４】
　ブラインド帯域幅拡張の場合、帯域幅拡張５３０は、低周波数部分の復号表現５２２に
基づいて、何れの追加的なビットストリームパラメータをも評価することなく帯域幅拡張
信号５３２を生成することができる。一方、パラメータ誘導帯域幅拡張の場合、帯域幅拡
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張５３０は追加的な（専用の）帯域幅拡張ビットストリームパラメータを考慮して帯域幅
拡張信号５３２を生成することができる。帯域幅拡張ビットストリームパラメータはオー
ディオコンテンツの高周波数部分の特性（即ち、帯域幅拡張信号の特性）を決定するのを
補助するものである。しかしながら、帯域幅拡張５３０は、帯域幅拡張信号５３２を生成
するために、低周波数デコーダ５２０により生成される低周波数部分の復号表現５２２、
及び／又は制御情報又は補助情報又は中間情報５２４も用いてもよい。
【００９５】
　したがって、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用い
るかの決定は、（典型的には、符号化されたオーディオ情報により表現されるオーディオ
コンテンツの高周波数部分を記述する）帯域幅拡張信号を得るために、（典型的には、低
周波数デコーダ５２０によって低周波数部分の復号表現を生成するためには使用されない
）専用の帯域幅拡張パラメータが適用されるかどうかを効果的に決定する。
【００９６】
　上記を要約すると、オーディオデコーダ５００は、フレームごとに帯域幅拡張信号５３
２を、ブラインド帯域幅拡張を用いて得るか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて得
るかを決定するように構成されていてもよい（ここで、「フレーム」は、オーディオコン
テンツ１つの部分の一例であり、例えば、１０ミリ秒から４０ミリ秒までの間の持続時間
からなり、好ましくは約２０ミリ秒±２ミリ秒の持続時間をもつことができる）。したが
って、このオーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張
とを非常に微細な時間粒度で切り替えるように構成することができる。
【００９７】
　また、オーディオデコーダ５００が、典型的には、連続したオーディオコンテンツ片内
でブラインド帯域幅拡張の使用とパラメータ誘導帯域幅拡張の使用とを切り替えることが
できる点は、留意されるべきである。したがって、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘
導の帯域幅拡張との間の切替えは、帯域幅拡張を単一のオーディオコンテンツ片の異なる
部分の（変化する）特性へ適応させるために、連続したオーディオコンテンツ片内で実質
的にいつでも（当然ながら、フレーミングを考慮して）実行することが可能である。
【００９８】
　先に述べたように、このオーディオデコーダ（好ましくは、制御装置５４０）は、オー
ディオコンテンツの異なる部分（例えば、異なるフレーム）について、符号化されたオー
ディオ情報５１０に含まれるフラグ（例えば、１フレーム当たり１つの単ビットフラグ）
を評価し、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるか
を決定するように構成されていてもよい。この場合、制御装置５４０は、オーディオコン
テンツの各部分について符号化されたオーディオ情報に信号伝達フラグが包含されなけれ
ばならないという犠牲を払って、極めて単純に保つことが可能である。しかしながら、あ
るいは、制御装置５４０は、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかの決定を、低周波数部分の符号化表現に基づいて（低周波数デコーダ５
２０によって低周波数部分のその符号化表現から導出される制御情報又は補助情報又は中
間情報５２４の使用を含んでもよく、かつ低周波数デコーダ５２０によって低周波数部分
の符号化表現から導出される復号表現５２２の使用も含んでもよい）、（専用の）帯域幅
拡張モードの信号伝達フラグを評価することなく行なうように構成されていてもよい。し
たがって、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張との切替えは、ビットス
トリームにおける信号伝達の負担なしでも実行することが可能である。
【００９９】
　このオーディオデコーダ（又は、制御装置５４０）は、ブラインド帯域幅拡張を用いる
か又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを、低周波数部分の復号表現の１つ以上の
特徴に基づいて決定するように構成されていてもよい。例えば、スペクトル傾斜情報、ゼ
ロ交差レート情報などのようなこうした特徴は、低周波数部分の復号表現５２２から抽出
されるか、制御情報／補助情報／中間情報５２４によって信号伝達されるか、の何れかで
あってもよい。例えば、オーディオデコーダ（又は、制御装置５４０）は、ブラインド帯
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域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを、量子化された線形予
測係数（例えば、制御情報／補助情報／中間情報５２４に含まれ得る）に基づいて、及び
／又は低周波数部分の復号表現５２２の時間領域統計に依存して決定するように構成され
ていてもよい。
【０１００】
　以下、帯域幅拡張をどのように達成するかに関する幾つかの概念を記述する。例えば、
帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号５３２を、（入力された）オーディオコンテンツの時間的
部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報へ包含されない時間的部分に関
する低周波数部分の復号表現５２２の１つ以上の特徴及び／又は低周波数デコーダ５２０
の１つ以上のパラメータ（これは制御情報／補助情報／中間情報５２４によって信号伝達
されてもよい）を用いて得るように構成されていてもよい。したがって、帯域幅拡張５３
０はブラインド帯域幅拡張を実行することができる。ブラインド帯域幅拡張は、低周波数
部分の復号表現から、符号化されたオーディオ情報によって表現されたオーディオコンテ
ンツの高周波数部分への推論をするという考えに基づいている。例えば、帯域幅拡張５３
０は、帯域幅拡張信号５３２を、入力されたオーディオコンテンツの時間的部分のうち帯
域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報５１０へ包含されない時間的部分に関するス
ペクトル重心情報を用いて、及び／又はエネルギー情報を用いて、及び／又は（例えば、
コード化された）フィルタ係数を用いて得るように構成されていてもよい。したがって、
優れたブラインド帯域幅拡張の達成が可能である。
【０１０１】
　但し、当然ながら、異なるブラインド帯域幅拡張概念も適用できる。
【０１０２】
　しかしながら、帯域幅拡張は、帯域幅拡張信号５３２を、オーディオコンテンツの時間
的部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報へ包含される時間的部分に関
する高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータを用いて得
るように構成されていてもよい。言い替えれば、パラメータ誘導の帯域幅拡張は、高周波
数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータを用いて実行されても
よい。高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータは、パラ
メータ誘導の帯域幅拡張を支援できる（しかしながら、パラメータ誘導の帯域幅拡張は、
追加的に、ブラインド帯域幅拡張によって使用される量の幾つか、又は全てに依存しても
よい）。
【０１０３】
　例えば、帯域幅拡張は、好ましくは、帯域幅拡張信号を得るために、３００Ｈｚから５
００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから５つまで
の間のビットストリームパラメータを評価するように構成されるべきであることがわかっ
た。このような比較的少数のビットストリームパラメータの使用は、ビットレートをさほ
ど増加させず、しかも、「困難な」信号部分の事例において帯域幅拡張の十分な改良をも
たらし、よって、「困難な」信号部分に対してこのような誘導式の帯域幅拡張により達成
可能な品質は、ブラインド帯域幅拡張を用いて「容易な」信号部分に対して達成可能な品
質に比肩し得るものである（ここで、「困難な」信号部分とはブラインド帯域幅拡張が優
れた又は容認できるオーディオ品質をもたらすとは思われない信号部分であり、「容易な
」信号部分とはブラインド帯域幅拡張が十分な結果をもたらす信号部分である）。
【０１０４】
　したがって、３００Ｈｚから５００Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部分の
強度を記述する３つから５つまでの間のビットストリームパラメータは、フレーム当たり
６ビットから１５ビットまでの間の帯域幅拡張スペクトル成形パラメータが存在するよう
に、２又は３ビットの分解能でスカラ量子化されることが好ましい。オーディオコンテン
ツの「困難な」部分に関して言えば、帯域幅拡張情報のこのような低いビットレートでも
、既に、適度に優れた帯域幅拡張を達成するに足ることがわかった。
【０１０５】
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　任意ではあるが、帯域幅拡張５３０は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘導の帯
域幅拡張へ切り替える場合、及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブラインド帯域
幅拡張へ切り替える場合に、帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するように構成
されていてもよい。したがって、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張と
の切替えに際してのスペクトル形状における不連続性は低減される。例えば、帯域幅拡張
は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張が適用される部分に続い
てパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に対して、帯域幅拡張信号の高周波数部
分を減衰させるように構成されていてもよい。また、帯域幅拡張は、オーディオコンテン
ツの部分のうちパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に続いてブラインド帯域幅
拡張が適用される部分に対して、帯域幅拡張信号の高周波数部分の減衰を減らす（即ち、
帯域幅拡張信号の高周波数部分を幾分か強調する）ように構成されていてもよい。しかし
ながら、平滑化は、帯域幅拡張モード間の切替えに際して高周波数部分のスペクトル形状
の不連続性を低減する他の何らかの操作によっても実行される場合がある。このように、
オーディオ品質はアーティファクトを減らすことによって向上される。
【０１０６】
　結論を言えば、オーディオデコーダ５００は、符号化オーディオ情報内に帯域幅拡張情
報が生成される場合、及び符号化オーディオ情報内に帯域幅拡張情報が生成されない場合
の双方で、オーディオコンテンツの高品質復号を可能にする。このオーディオデコーダは
、ブラインド帯域幅拡張とパラメータ誘導の帯域幅拡張とを精細な時間粒度で（例えば、
フレーム毎に）切り替えることができ、アーティファクトは少なく保たれる。
【０１０７】
　５.図６による、入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディオ情報を
生成するための方法
【０１０８】
　図６は、入力されたオーディオ情報に基づいて、符号化されたオーディオ情報を生成す
るための方法６００を示すフローチャートである。方法６００は、低周波数部分の符号化
表現を達成するために、入力されたオーディオ情報の低周波数部分を符号化するステップ
６１０を含む。方法６００は、帯域幅拡張情報を、入力されたオーディオ情報に基づいて
生成するステップ６２０も含み、帯域幅拡張情報は符号化されたオーディオ情報へ信号に
適応して選択的に包含される。
【０１０９】
　図６による方法６００が、本明細書においてオーディオエンコーダに関連して（かつ、
オーディオデコーダにも関連して）述べたあらゆる特徴及び機能性によって補足され得る
ことは留意されるべきである。
【０１１０】
　６.図７による、復号されたオーディオ情報を生成するための方法
【０１１１】
　図７は、本発明の一実施形態による、復号されたオーディオ情報を生成するための方法
を示すフローチャートである。方法７００は、低周波数部分の復号表現を達成するために
、低周波数部分の符号化表現を復号するステップ７１０を含む。方法７００は、さらに、
オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが符号化オーディオ情報へ包含
されない部分に関して、ブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を得るステップ７
２０も含む。さらに、方法７００は、オーディオコンテンの部分のうち帯域幅拡張パラメ
ータが符号化オーディオ情報へ包含される部分に関して、パラメータ誘導の帯域幅拡張を
用いて帯域幅拡張信号を得るステップ７３０を含む。
【０１１２】
　図７による方法７００が、本明細書においてオーディオデコーダに関連して（かつ、オ
ーディオエンコーダにも関連して）述べたあらゆる特徴及び機能性によって補足され得る
ことは留意されるべきである。
【０１１３】
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　７.図８による符号化されたオーディオ表現
【０１１４】
　図８は、オーディオ情報を表現する符号化されたオーディオ表現８００を示す略図であ
る。
【０１１５】
　符号化されたオーディオ表現（符号化されたオーディオ情報としても示される）は、オ
ーディオ情報低周波数部分の符号化表現を含む。例えば、オーディオ情報低周波数部分の
符号化表現８１０は、オーディオ情報の第１の部分に関して、例えば、オーディオ情報の
第１のフレームに関して生成される。さらに、オーディオ情報低周波数部分の符号化表現
は、オーディオ情報の第２の部分（例えば、第２のフレーム）に関しても生成される。し
かしながら、符号化されたオーディオ表現８００は帯域幅拡張情報も含み、帯域幅拡張情
報は、オーディオ情報の全ての部分ではないが幾つかの部分に関して、符号化されたオー
ディオ表現へ信号に適応して包含される。例えば、帯域幅拡張情報８１２は、オーディオ
情報の第１の部分に関して包含される。一方、オーディオ情報の第２の部分に関しては、
帯域幅拡張情報は生成されない。
【０１１６】
　結論を言えば、符号化されたオーディオ表現８００は、典型的には、本明細書に記述さ
れているオーディオエンコーダによって生成され、かつ本明細書に記述されているオーデ
ィオデコーダによって評価される。当然ながら、符号化されたオーディオ表現は、非一時
的コンピュータ読取り可能媒体などに格納されてもよい。さらに、符号化されたオーディ
オ表現８００が、オーディオエンコーダ及びオーディオデコーダに関連して記述されてい
るあらゆる特徴、情報アイテムなどによって補足され得ることは留意されるべきである。
【０１１７】
　８.結論及びさらなる態様
【０１１８】
　本発明による実施形態は、従来の超低ビットレート・オーディオコーディングにおける
帯域幅拡張の問題点及び既存の従来的な帯域幅拡張技術の欠点に、ブラインド帯域幅拡張
とパラメータ誘導の帯域幅拡張との信号適応的な組合せとしての「最小誘導式」帯域幅拡
張を提案することによって対処するものである。その最小誘導式帯域幅拡張は、
　入力されたオーディオの高周波数コンテンツ（例えば、高周波数部分）が低周波数オー
ディオ（例えば、オーディオコンテンツの低周波数部分）からさほど良く復元され得ない
場合にのみ、誘導式の帯域幅拡張を用い、即ち、２０ミリ秒当たり（例えば、オーディオ
フレーム当たり）数ビットのサイド情報を伝送し、
　ブラインド帯域幅拡張、即ち、スペクトル重心、エネルギー、傾斜、符号化されたフィ
ルタ係数、その他等の低周波数コアの特徴（例えば、復元された低周波数部分の特徴）か
らの高周波数成分の（例えば、高周波数部分の）古典的な復元、を用い、
　サイド情報のベクトル量子化の代わりにスカラを利用することにより、かつフーリエ変
換及び自己相関及び／又はフィルタ計算等の大量のデータポイントが関与する演算を回避
することによって、極めて低い計算複雑性を示し、
　音楽だけでなくあらゆるタイプの音声でうまく機能するように、入力される信号特性に
対して強固であり、即ち、静かな環境における成人音声等の特定の入力信号に対して最適
化されたものではない。
【０１１９】
　本発明による実施形態の誘導式帯域幅拡張部においてサイド情報としてどのパラメータ
を伝送するか、及びこのパラメータをいつ伝送するかは、これから回答すべき問題である
。
【０１２０】
　ＡＭＲ－ＷＢ等の広帯域コーデックでは、コアコーダ領域より上の高周波数領域のスペ
クトル包絡線が、帯域幅拡張を十分な品質で実行するために必要な（又は、実行する上で
望ましい）最も重要なデータを表現することがわかった。スペクトル精細構造及び時間包
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絡線等の他の全てのパラメータは、復号されたコア信号から極めて正確に導出されること
が可能であり、あるいは、知覚上ほとんど重要性がない。したがって、本明細書に記述さ
れている最小誘導式の帯域幅拡張の誘導される部分は、高周波数スペクトル包絡線をサイ
ド情報として（例えば、帯域幅拡張情報として）伝送するだけである。これは、帯域幅拡
張サイド情報レートを低く保つ手助けとなる。さらに、ブラインド帯域幅拡張は、幾分は
っきりとした低域通過特性を有する時間的に静止した信号部分に関しては、十分な即ち少
なくとも容認できる品質を提供することが実験的に明らかとなった。発声音声、環境雑音
及び打楽器使用のない音楽部分は一般的な例である。実際、広帯域音声及びオーディオ符
号化システムへの大部分の入力が、典型的には、このカテゴリに属する。
【０１２１】
　しかしながら、その瞬間スペクトルが高周波数領域において（例えば、高周波数部分に
おいて）低周波数（コアコーダ）領域（又は、低周波数部分）の場合とはかなり異なる包
絡線を示す信号セグメントは、好ましくは、高周波数スペクトル包絡線の量子化表現をサ
イド情報として（例えば、帯域幅拡張情報として）伝送する誘導式の帯域幅拡張を介して
符号化されることになる。その理由は、このようなスペクトル構造に対して、ブラインド
帯域幅拡張は、概して、コード化されたフィルタ係数又はスペクトル成形された残留信号
（音声コーダにおける励起としても知られる）によって与えられるコア信号包絡線から高
周波数スペクトル包絡線の進行を予測できないことにある。代表的な例は、主として現代
音楽におけるある種の打楽器音だけでなく、無声音、特に「ｓ」又はドイツ語の「ｚ」の
ような強い摩擦音及び破擦音である。したがって、本発明による実施形態では、誘導式の
帯域幅拡張は、このような「予測不可能な」高周波数スペクトルに対してのみ起動される
。
【０１２２】
　本発明による最小誘導式の帯域幅拡張は、ｘＨＥ－ＡＡＣの低遅延バージョンであるＬ
Ｄ－ＵＳＡＣに関して、１３.２キロビット／秒における広帯域符号化（ＷＢ－符号化）
信号帯域幅を６.４ｋＨｚから８.０ｋＨｚへと拡張するために実施された。エンコーダ側
では、ブラインド／誘導の決定が、既存の過渡検出器により生成される入力信号ゼロ交差
レートの変化のような時間領域の特徴（他の符号化モード決定にも利用される）だけでな
く、知覚周波数スケール上の入力信号のスペクトル傾斜（ＡＣＥＬＰ符号化経路において
も使用される既存の特徴）から２０ミリ秒のコーデックフレーム毎に計算される。より具
体的には、スペクトル傾斜がスペクトルエネルギーが周波数の増加に伴って増大する傾向
があることを意味する正であって指定されたしきい値を超えており、同時にゼロ交差レー
トが所定の割合だけ増加しているか又は所定のしきい値を超えていて、つまり現在のフレ
ームが雑音の多い波形部分の開始を表すか又はその波形部分内に存在することを意味して
いれば、誘導式の帯域幅拡張が選択されて信号伝達される。これ以外は、ブラインド帯域
幅拡張が選択される。先に述べたしきい値に関しては、誘導式帯域幅拡張とブラインド帯
域幅拡張の間を交互に切り替える蓋然性を減らすために、単純なヒステリシスがさらに適
用される。あるフレームに対して、誘導式の帯域幅拡張モードが採用されていると、これ
に続くフレームにおいて使用されるべき決定しきい値は１ビット下げられて、コーデック
が誘導モードに留まる傾向が高くなる。ブラインドモードへ切り替えることが決定されて
いれば、原しきい値が回復され、帯域幅拡張決定が誘導モードへ切り替わる可能性はただ
ちに低くされる。
【０１２３】
　フレーム毎の帯域幅拡張における残りの手順をまとめると、次のようになる。
【０１２４】
　１.帯域幅拡張がブラインドモードにあれば、ビットストリーム内の１ビットを用いて
「０」を伝送し、デコーダへこのモードを信号伝達する。随意により、ビットの伝送は行
わず、デコーダに、デコーダ側でのコア信号の分析によって、そのフレームがブラインド
帯域幅拡張モードを用いることを確認させる。
【０１２５】
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　２.帯域幅拡張が誘導モードにあれば、ビットストリーム内の１ビットを用いて「１」
を伝送する。次に、エンコーダは、デコーダにおける６.４ｋＨｚから８ｋＨｚまでの帯
域幅拡張領域の正確なスペクトル成形を可能にするために、各々が入力信号の４００Ｈｚ
をカバーする４つの周波数利得指数を計算する。低遅延ＵＳＡＣの実現において、４つの
指数は各々、４つの帯域幅拡張領域ＱＭＦエネルギーのうちの１つの、先行するＱＭＦエ
ネルギーに対する（又は、第１の帯域幅拡張利得の場合、４.８～６.４ｋＨｚのＱＭＦス
ペクトルのエネルギーに対する）スカラ量子化の結果である。２ｄＢのステップサイズを
有する２ビットのミッドライズ（mid-rise）量子化器が使用されることから、この利得は
、－３ … ３ｄＢの値範囲を網羅し、かつ１フレーム当たり８ビットを消費する。これは
、誘導式帯域幅拡張の１フレーム当たり９ビット、又は随意により、ステップ１における
ような信号伝達を除けば８ビットの合計サイド情報をもたらす。
【０１２６】
　３.対応するデコーダにおいて、第１の帯域幅拡張ビットが読み取られる。これが、「
０」であればブラインド帯域幅拡張が使用され、そうでなければ、さらに８ビットが読み
取られて誘導式の帯域幅拡張が使用される。随意により、この第１の帯域幅拡張ビットの
読み取りは、（このビットがビットストリーム内に存在しないという理由で）スキップさ
れ、ブラインド／誘導決定が局所的に、ステップ１で述べたようにコア信号分析によって
実行される。
【０１２７】
　４.デコーダにおいて、ブラインド帯域幅拡張モードが決定されていれば、復号された
コア信号の特徴のみを用いる帯域幅拡張が実行される。この帯域幅拡張は、本質的に、非
特許文献［２］、［３］、［６］及び［９］のうちの１つに記述されている帯域幅拡張概
念に準じるが、ＤＦＴ領域ではなくＱＭＦにおいて、かつコアＱＭＦスペクトル、例えば
スペクトル重心／傾斜から導出される低複雑性の特徴のみを用いる。
【０１２８】
　５.デコーダにおいて、誘導式の帯域幅拡張モードが選択されていれば、４つの２ビッ
ト利得指数がＱＭＦエネルギー利得に逆量子化され、かつ、ステップ４におけるように復
元されるＱＭＦ帯域幅拡張領域バンドのスペクトル成形に適用される。言い替えれば、ス
ペクトル成形が、コア信号から外挿されるスケーリングではなく、ビットストリーム内で
伝送されるスケール因子を介して行われること（結果的に、パラメータ誘導の帯域幅拡張
になる）を除いて、ここでもブラインド帯域幅拡張が使用される。
【０１２９】
　６.ブラインド帯域幅拡張と誘導式帯域幅拡張の間を１フレーム毎に切り替える際には
、ブラインド帯域幅拡張の低域通過状の挙動により引き起こされるスイッチングアーティ
ファクト（高周波数エネルギーの不連続性）を最小限に抑えるために、高周波数エネルギ
ーの単純な平滑化が実行される。その平滑化は、本質的に、ブラインド帯域幅拡張と誘導
式帯域幅拡張の間のクロスフェーダ（cross-fader）として機能する。すなわち、幾つか
のブラインド帯域幅拡張フレームに続く最初の誘導式帯域幅拡張フレームは、その高周波
数領域において１ビット減衰され、一方、幾つかの誘導式帯域幅拡張後の最初のブライン
ド帯域幅拡張フレームの高周波数減衰は１ビット低減される。
【０１３０】
　典型的な電話音声コンテンツ及びポピュラーミュージックに対しては、全２０ミリ秒フ
レームの約１３％がＬＤ－ＵＳＡＣにおける誘導式の帯域幅拡張を利用することを実験が
示している。したがって、帯域幅拡張サイド情報の平均レートは、１フレーム当たり約２
ビット又は０.１キロビット／秒になる。これは、（ｅ）ＳＢＲ（例えば、非特許文献［
８］参照）又はそこで参照されるどの誘導式音声コーダ帯域幅拡張のレートよりも遙かに
少ない。
【０１３１】
　さらに、本項目で先にステップ毎の説明において任意の方法として提案したように、デ
コーダへの帯域幅拡張モード決定の１ビット信号伝達は、エネルギー及びデコーダの双方
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がこの決定をコア符号化信号からビットイグザクト（bit-exact）式に導出することがで
きれば、回避され得る点も留意されるべきである。これは、エンコーダが帯域幅拡張モー
ドを、局所的に復号されたコア信号から導出される幾つかの特徴に基づいて選択すれば達
成可能であるが、その理由は、このコア信号がデコーダにおいて利用可能な唯一の信号で
あることにある。所定のフレームにおいて伝送誤差が発生しておらず、かつエンコーダと
デコーダの双方が全く同一のコア信号特徴（先に述べたように、ゼロ交差レートのような
復号された残留信号からの量子化されたＬＰＣ係数又は時間領域統計等）から帯域幅拡張
モードを決定するものとすれば、モード決定はエンコーダとデコーダとで同一である。
【０１３２】
　本発明による実施形態は、９～１３キロビット／秒のビットレートで観察され得る広帯
域コーデックにおける所定の品質上のジレンマを克服する。一方、このようなビットレー
トは、もともと、適度な量の帯域幅拡張データであってもその伝送を正当化するには低す
ぎて、１キロビット／秒以上のサイド情報を有する典型的な誘導式帯域幅拡張システムは
除外されることがわかった。もう一方で、実現可能なブラインド帯域幅拡張は、少なくと
も幾つかのタイプの音声又は音楽資料に対しては、コア信号から適切なパラメータを予測
できないことから、音がかなり悪くなることがわかった。したがって、誘導式帯域幅拡張
スキームのサイド情報レートを、超低ビットレートの符号化においてもこれを採用できる
ようにする１キロビット／秒より遙かに下のレベルまで低減することが望ましいというこ
とがわかった。本発明による実施形態において使用される手法は、ブラインド帯域幅拡張
によっては下手に又は未最適に復元される典型的な入力信号のセグメントを識別し、かつ
これらのセグメントに関してのみ、高周波数復元品質を容認できるレベル（又は、少なく
とも、その信号に対するブラインド帯域幅拡張の平均品質範囲内にあるレベル）まで向上
させるために必要なサイド情報を伝送するというものである。言い替えれば、高周波数入
力信号の部分のうちブラインド帯域幅拡張によって程よく再生される部分は、帯域幅拡張
サイド情報をほとんど又は全く用いずに符号化されるべきであり、かつブラインド帯域幅
拡張がコーデック品質の全体的な印象を低下させると思われる部分のみが、その高周波数
成分を誘導式帯域幅拡張によって再生させるべきである。サイド情報レートを信号に適応
して調整するこのような帯域幅拡張設計は、本発明の対象であって、「最小誘導式帯域幅
拡張」と呼ぶ。
【０１３３】
　本発明による実施形態は、近年文献に示されている多数の帯域幅拡張手法（例えば、非
特許文献［１］、［２］、［３］、［４］、［５］、［６］、［７］、［８］、［９］及
び［１０］参照）を凌ぐものである。概して、これらの全ては、入力信号の瞬間特性に関
わらず、所定の動作点において完全にブラインド又は完全に誘導式の何れかである。さら
に、ブラインド帯域幅拡張の全ての実施（例えば、非特許文献［１］、［３］、［４］、
［５］、［９］及び［１０］参照）は、専ら音声信号に関して最適化され、したがって、
音楽等の他の入力に対して満足な品質を生み出す可能性は低い（この点については、一部
の刊行物においても言及されている）。最後に、ほとんどの従来の帯域幅拡張は実現が比
較的複雑であって、サイド情報のフーリエ変換、ＬＰＣフィルタ計算又はベクトル量子化
を使用する。これは、大部分のモバイルデバイスは、有する計算能力が極めて限定的であ
ることを考えれば、移動体通信市場における新しい符号化技術の採用において不都合を引
き起こす可能性がある。
【０１３４】
　さらに結論を言えば、本発明による実施形態は、オーディオエンコーダ、又はオーディ
オ符号化方法、又は関連するコンピュータプログラムを創造する。
【０１３５】
　本発明によるさらなる実施形態は、先に述べたようなオーディオデコーダ、又はオーデ
ィオ復号方法、又は関連するコンピュータプログラムを創造する。
【０１３６】
　本発明によるさらなる実施形態は、先に述べたような符号化されたオーディオ信号、又
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はその符号化されたオーディオ信号を格納している記憶媒体を創造する。
【０１３７】
９.他の実施例
【０１３８】
　幾つかの態様を装置に関して記述してきたが、これらの態様が、対応する方法の説明と
もなることは明らかであり、ブロック又はデバイスは、方法ステップ又は方法ステップの
特徴に相当する。同様に、方法ステップ関して記述されている態様は、対応する装置の対
応するブロック、単位体又は特徴の説明ともなる。方法ステップの幾つか又は全ては、例
えばマイクロプロセッサ、プログラマブルコンピュータ又は電子回路のようなハードウェ
ア装置によって（又は、ハードウェア装置を用いて）実行することができる。実施形態に
よっては、最も重要な方法ステップのうちの何れか１つ又はそれ以上は、そのような装置
によって実行することができる。
【０１３９】
　本発明による符号化されたオーディオ信号は、デジタル記憶媒体に格納されることが可
能であり、又は伝送媒体、例えば無線伝送媒体もしくはインターネット等の有線伝送媒体
で伝送されることが可能である。
【０１４０】
　所定の実装要件に依存して、本発明の実施形態は、ハードウェア又はソフトウェアにお
いて実装されることが可能である。その実装は、デジタル記憶媒体、例えばフロッピーデ
ィスク、ＤＶＤ、ブルーレイ、ＣＤ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ又は
フラッシュメモリを用いて実行することができ、それらは個々の方法が実行されるように
プログラマブル・コンピュータ・システムと協働する（または協働することのできる）電
子的に読出し可能な制御信号をもっている。したがって、デジタル記憶媒体は、コンピュ
ータ読取り可能であってもよい。
【０１４１】
　本発明による幾つかの実施形態は、本明細書に記述されている方法のうちの１つが実行
されるようにプログラマブル・コンピュータ・システムと共働することができる電子的に
読取り可能な制御信号を有するデータキャリアを含む。
【０１４２】
　概して、本発明の実施形態は、プログラムコードを有するコンピュータ・プログラム・
プロダクトとして実装されることが可能であり、そのプログラムコードは、そのコンピュ
ータ・プログラム・プロダクトがコンピュータ上で実行されると本発明の方法のうちの１
つを実行するように作動する。そのログラムコードは、例えば、機械読取り可能キャリア
に格納されてもよい。
【０１４３】
　他の実施形態は、機械読取り可能キャリアに格納され、本明細書に記述されている方法
のうちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを含む。
【０１４４】
　したがって、言い替えれば、本発明による方法の一実施形態は、コンピュータ上で実行
されると本明細書に記述されている方法のうちの１つを実行するためのプログラムコード
を有するコンピュータプログラムである。
【０１４５】
　したがって、本発明による方法のさらなる実施形態は、本明細書に記述されている方法
のうちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを記録しているデータキャリア（
又は、デジタル記憶媒体又はコンピュータ読取り可能媒体）である。データキャリア、デ
ジタル記憶媒体又は記録媒体は、典型的には、有形及び／又は非遷移性である。
【０１４６】
　したがって、本発明による方法のさらなる実施形態は、本明細書に記述されている方法
のうちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを表現するデータストリーム又は
信号シーケンスである。データストリーム又は信号シーケンスは、例えば、データ通信接
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【０１４７】
　さらなる実施形態は、本明細書に記述されている方法のうちの１つを実行するように構
成された又は適合化された処理手段、例えばコンピュータ、又はプログラマブル論理デバ
イスを含む。
【０１４８】
　さらなる実施形態は、本明細書に記述されている方法のうちの１つを実行するためのコ
ンピュータプログラムをインストールしているコンピュータを含む。
【０１４９】
　本発明によるさらなる実施形態は、本明細書に記述されている方法のうちの１つを実行
するためのコンピュータプログラムを受信機へ（例えば、電子的又は光学的に）転送する
ように構成された装置又はシステムを含む。その受信機は、例えば、コンピュータ、モバ
イルデバイス、メモリデバイスなどであってもよい。その装置又はシステムは、例えば、
コンピュータプログラムを受信機へ転送するためのファイルサーバを備えていてもよい。
【０１５０】
　実施形態によっては、本明細書に記述されている方法の機能の幾つか又は全てを実行す
るために、プログラマブル論理デバイス（例えば、フィールド・プログラマブル・ゲート
・アレイ）が使用されてもよい。実施形態によっては、フィールド・プログラマブル・ゲ
ート・アレイは、本明細書に記述されている方法のうちの１つを実行するために、マイク
ロプロセッサと共働してもよい。概して、これらの方法は、好ましくは、任意のハードウ
ェア装置によって実行される。
【０１５１】
　本明細書に記述されている装置は、ハードウェア装置を用いて、又はコンピュータを用
いて、又はハードウェア装置とコンピュータとの組合せを用いて実施されてもよい。
【０１５２】
　本明細書に記述されている方法は、ハードウェア装置を用いて、又はコンピュータを用
いて、又はハードウェア装置とコンピュータとの組合せを用いて実行されてもよい。
【０１５３】
　これまでに述べた実施形態は、本発明の原理を単に例示したものである。本明細書に記
述されている装置及び詳細の、変更及び変形は、当業者である他の者には明らかとなるこ
とは理解されよう。したがって、意図するところは、本発明は添付の特許請求の範囲によ
ってのみ限定されるべきものであり、本明細書における実施形態の記述及び説明によって
提示された特有の詳細によって限定されるものではないということである。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月16日(2015.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたオーディオ情報（１１０；２１０）に基づいて、符号化されたオーディオ情
報（１１２；２１２）を生成するためのオーディオエンコーダ（１００；２００）であっ
て、
　低周波数部分の符号化表現（１２２；２２２）を得るために、前記入力されたオーディ
オ情報の低周波数部分を符号化するように構成された低周波数エンコーダ（１２０；２２
０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報（１３２；２３２）を生成す
るように構成された帯域幅拡張情報プロバイダ（１３０；２３０）と、を備え、
　該オーディオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ信号に適応して包含するように構成されており、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち帯域幅拡張パ
ラメータが前記低周波数部分に基づいては十分な又は所望される精度で推定され得ない部
分を識別するように構成された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって識別された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ包含するように構成されているオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項２】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち十分な又は所
望される品質で復号され得ない部分を、前記低周波数部分の前記符号化表現に基づいて、
かつブラインド帯域幅拡張を用いて識別するように構成された検出器（２４０）を備え、
かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって識別された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に前記符号化されたオーディオ
情報へ包含するように構成されている請求項１に記載のオーディオエンコーダ（１００；
２００）。
【請求項３】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記部分が時間
的な静止部分であるかどうかに依存して、かつ前記部分が低域通過特性を有するかどうか
に依存して識別するように構成された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち前記検出器に
よって低域通過特性を有する時間的な静止部分として識別された部分に関して、帯域幅拡
張情報を前記符号化されたオーディオ情報へ包含することを選択的に省略するように構成
されている請求項１又は２に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項４】
　前記検出器は、前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記部分が発声音声を含むか
どうかに依存して、及び／又は前記部分が環境雑音を含むかどうかに依存して、及び／又
は前記部分が打楽器使用のない音楽を含むかどうかに依存して識別するように構成されて
いる請求項３に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項５】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分を、低周波数部分の
スペクトル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差分が予め決められた差分の大
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きさ以上であるかどうかに依存して識別するように構成された検出器（２４０）を備え、
かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されている請求項１から４のいずれか一項に記載のオーディオエンコー
ダ（１００；２００）。
【請求項６】
　前記検出器は、前記部分が無声音を含むかどうかに依存して部分を識別するように構成
され、及び／又は、前記検出器は、前記部分が打楽器音を含むかどうかに依存して部分を
識別するように構成されている請求項５に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００
）。
【請求項７】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のスペクトル傾斜を
決定するように、かつ前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたスペクト
ル傾斜が一定又は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかに依存して識別するように構成
された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されている請求項１から６のいずれか一項に記載のオーディオエンコー
ダ（１００；２００）。
【請求項８】
　前記検出器は、さらに、前記入力されたオーディオ情報の部分のゼロ交差レートを決定
し、かつ前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたゼロ交差レートが一定
もしくは可変のゼロ交差レートしきい値以上であるかどうか、又は前記ゼロ交差レートが
ゼロ交差レートの変化しきい値を超える時間的変化を含むかどうかに依存しても識別する
ように構成されている請求項７に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項９】
　前記検出器（２４０）は、識別される信号部分と識別されない信号部分との間の遷移回
数を減らすべく、前記入力されたオーディオ情報の信号部分を識別するためにヒステリシ
スを適用するように構成されている請求項２から８のいずれか一項に記載のオーディオエ
ンコーダ（１００；２００）。
【請求項１０】
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の高周波数部分のスペクト
ル包絡線を表すパラメータを前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して前記帯域
幅拡張情報として選択的に包含するように構成されている請求項１から９のいずれか一項
に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１１】
　前記低周波数エンコーダは、６ｋＨｚから７ｋＨｚまでの範囲内に存在する最大周波数
までの周波数を含む前記入力されたオーディオ情報の低周波数部分を符号化するように構
成され、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、３００Ｈｚから５０
０Ｈｚまでの間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから５つまでの
間のパラメータを選択的に包含するように構成されている請求項１から１０のいずれか一
項に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１２】
　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、４つの高周波数信号
部分の強度を記述する４つのスカラ量子化されたパラメータを選択的に包含するように構
成され、前記高周波数信号部分は、前記低周波数部分より上の周波数範囲を網羅している
請求項１１に記載のオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項１３】
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　該オーディオエンコーダは、前記符号化されたオーディオ表現へ、スペクトル的に隣接
する周波数部分の間のエネルギー又は強度の関係を記述する複数のパラメータを選択的に
包含するように構成され、前記パラメータのうちの１つは、第１の帯域幅拡張の高周波数
部分と低周波数部分との間のエネルギーもしくは強度の割合、又は差分を記述し、かつ前
記パラメータのうちの他のパラメータは、他の帯域幅拡張高周波数部分の間のエネルギー
もしくは強度の割合、又は差分を記述する請求項１１又は１２に記載のオーディオエンコ
ーダ（１００；２００）。
【請求項１４】
　符号化されたオーディオ情報（４１０；５１０）に基づいて、復号されたオーディオ情
報（４１２；５１２）を生成するためのオーディオデコーダ（４００；５００）であって
、
　低周波数部分の復号表現（４２２；５２２）を得るために、前記低周波数部分の符号化
表現を復号するように構成された低周波数デコーダ（４２０；５２０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
オ情報に包含されていない部分に関してはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号
（４３２；５３２）を得るように、かつオーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パ
ラメータが前記符号化されたオーディオ情報に包含されている部分に関してはパラメータ
誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯域幅拡張信号を得るように構成された帯域幅拡張（４３
０；５３０）と、を備えており、
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、帯域幅拡張モードを信号伝達するフラグを評価することなく、前記
低周波数部分の前記符号化表現に基づいて決定するように構成されているオーディオデコ
ーダ（４００；５００）。
【請求項１５】
　該オーディオデコーダは、フレーム毎に、前記帯域幅拡張信号を、ブラインド帯域幅拡
張を用いて得るか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて得るかを決定するように構成
されている請求項１４に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１６】
　該オーディオデコーダは、連続したオーディオコンテンツ片内でブラインド帯域幅拡張
の使用とパラメータ誘導帯域幅拡張の使用とを切り替えるように構成されている請求項１
４又は１５に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１７】
　該オーディオデコーダは、前記オーディオコンテンツの異なる部分について、前記符号
化されたオーディオ情報に含まれるフラグを評価し、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又
はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いるかを決定するように構成されている請求項１４か
ら１６のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項１８】
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、前記低周波数部分の前記復号表現の１つ以上の特徴に基づいて決定
するように構成されている請求項１４から１７のいずれか一項に記載のオーディオデコー
ダ（４００；５００）。
【請求項１９】
　該オーディオデコーダは、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域
幅拡張を用いるかを、線形予測係数に基づいて、及び／又は前記低周波数部分の前記復号
表現の時間領域統計に基づいて決定するように構成されている請求項１４から１８のいず
れか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２０】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記低周波数部分の前記復号表現の１つ以
上の特徴を用いて、及び／又は入力されたオーディオコンテンツの時間的部分のうち帯域
幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含されない時間的部分に関する
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前記低周波数デコーダの１つ以上のパラメータを用いて得るように構成されている請求項
１４から１９のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２１】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記入力されたオーディオコンテンツの時
間的部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含されない
時間的部分に関する、スペクトル重心情報を用いて、及び／又はエネルギー情報を用いて
、及び／又は傾斜情報を用いて、及び／又はフィルタ係数を用いて得るように構成されて
いる請求項１４から２０のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）
。
【請求項２２】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を、前記オーディオコンテンツの時間的部分の
うち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディオ情報へ包含される時間的部分に
関する高周波数部分のスペクトル包絡線を記述するビットストリームパラメータを用いて
得るように構成されている請求項１４から２１のいずれか一項に記載のオーディオデコー
ダ（４００；５００）。
【請求項２３】
　前記帯域幅拡張は、前記帯域幅拡張信号を得るために、３００Ｈｚから５００Ｈｚまで
の間の帯域幅を有する高周波数信号部分の強度を記述する３つから５つまでの間のビット
ストリームパラメータを評価するように構成されている請求項２２に記載のオーディオデ
コーダ（４００；５００）。
【請求項２４】
　高周波数信号部分の強度を記述する前記３つから５つまでの間のビットストリームパラ
メータは、オーディオフレーム当たり６ビットから１５ビットまでの間の帯域幅拡張スペ
クトル成形パラメータが存在するように、２又は３ビットの分解能でスカラ量子化される
請求項２３に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２５】
　前記帯域幅拡張は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘導の帯域幅拡張へ切り替え
る場合、及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブラインド帯域幅拡張へ切り替える
場合に、前記帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するように構成されている請求
項１４から２４のいずれか一項に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２６】
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張が適用
される部分に続いてパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分を減衰させるように構成され、かつ、
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、パラメータ誘導の帯域幅拡張
が適用される部分に続いてブラインド帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分の減衰を減らすか又はレベルを上げるように構成されている請求
項２５に記載のオーディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項２７】
　入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディオ情報を生成するための方
法（６００）であって、
　低周波数部分の符号化表現を得るために前記入力されたオーディオ情報の前記低周波数
部分を符号化するステップ（６１０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報を生成するステップ（６２０
）と、を含み、
　帯域幅拡張情報は、選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含
され、
　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記低
周波数部分に基づいては十分な又は所望される精度で推定され得ない部分を識別するステ
ップを含み、かつ、
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　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の識別された部分に関して、帯域幅拡張情報
を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包含するステップを含んでいる方法（６
００）。
【請求項２８】
　符号化されたオーディオ情報に基づいて復号されたオーディオ情報を生成するための方
法（７００）であって、
　低周波数部分の復号表現を得るために前記低周波数部分の符号化表現を復号するステッ
プ（７１０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
オ情報へ包含されていない部分に関してブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を
得るステップ（７２０）と、
　前記オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオー
ディオ情報に包含されている部分に関して、パラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯
域幅拡張信号を入手するステップ（７３０）と、を含み、
　該方法は、ブラインド帯域幅拡張を用いるか又はパラメータ誘導の帯域幅拡張を用いる
かを、帯域幅拡張モードを信号伝達するフラグを評価することなく、前記低周波数部分の
前記符号化表現に基づいて決定するステップを含んでいる方法（７００）。
【請求項２９】
　コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、請求項２７又は２８に記載
の方法を実行するためのコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　入力されたオーディオ情報（１１０；２１０）に基づいて、符号化されたオーディオ情
報（１１２；２１２）を生成するためのオーディオエンコーダ（１００；２００）であっ
て、
　低周波数部分の符号化表現（１２２；２２２）を得るために、前記入力されたオーディ
オ情報の低周波数部分を符号化するように構成された低周波数エンコーダ（１２０；２２
０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報（１３２；２３２）を生成す
るように構成された帯域幅拡張情報プロバイダ（１３０；２３０）と、を備え、
　該オーディオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ信号に適応して包含するように構成されており、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分を、低周波数部分の
スペクトル包絡線と高周波数部分のスペクトル包絡線との差分が予め決められた差分の大
きさ以上であるかどうかに依存して識別するように構成された検出器（２４０）を備え、
かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されているオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項３１】
　入力されたオーディオ情報（１１０；２１０）に基づいて、符号化されたオーディオ情
報（１１２；２１２）を生成するためのオーディオエンコーダ（１００；２００）であっ
て、
　低周波数部分の符号化表現（１２２；２２２）を得るために、前記入力されたオーディ
オ情報の低周波数部分を符号化するように構成された低周波数エンコーダ（１２０；２２
０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報（１３２；２３２）を生成す
るように構成された帯域幅拡張情報プロバイダ（１３０；２３０）と、を備え、
　該オーディオエンコーダは、帯域幅拡張情報を、選択的に、前記符号化されたオーディ
オ情報へ信号に適応して包含するように構成されており、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の部分のスペクトル傾斜を
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決定するように、かつ前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたスペクト
ル傾斜が一定又は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかに依存して識別するように構成
された検出器（２４０）を備え、かつ、
　該オーディオエンコーダは、前記入力されたオーディオ情報の前記検出器によって識別
された部分に関して、帯域幅拡張情報を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包
含するように構成されているオーディオエンコーダ（１００；２００）。
【請求項３２】
　符号化されたオーディオ情報（４１０；５１０）に基づいて、復号されたオーディオ情
報（４１２；５１２）を生成するためのオーディオデコーダ（４００；５００）であって
、
　低周波数部分の復号表現（４２２；５２２）を得るために、前記低周波数部分の符号化
表現を復号するように構成された低周波数デコーダ（４２０；５２０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
オ情報に包含されていない部分に関してはブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号
（４３２；５３２）を得るように、かつオーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パ
ラメータが前記符号化されたオーディオ情報に包含されている部分に関してはパラメータ
誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯域幅拡張信号を得るように構成された帯域幅拡張（４３
０；５３０）と、を備えており、
　前記帯域幅拡張は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘導の帯域幅拡張へ切り替え
る場合、及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブラインド帯域幅拡張へ切り替える
場合に、前記帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するように構成されており、
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張が適用
される部分に続いてパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分を減衰させるように構成され、かつ、
　前記帯域幅拡張は、オーディオコンテンツの部分のうち、パラメータ誘導の帯域幅拡張
が適用される部分に続いてブラインド帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅
拡張信号の高周波数部分の減衰を減らすか又はレベルを上げるように構成されているオー
ディオデコーダ（４００；５００）。
【請求項３３】
　入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディオ情報を生成するための方
法（６００）であって、
　低周波数部分の符号化表現を得るために前記入力されたオーディオ情報の前記低周波数
部分を符号化するステップ（６１０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報を生成するステップ（６２０
）と、を含み、
　帯域幅拡張情報は、選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含
され、
　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の部分を、低周波数部分のスペクトル包絡線
と高周波数部分のスペクトル包絡線との差分が予め決められた差分の大きさ以上であるか
どうかに依存して識別するステップを含み、かつ、
　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の識別された部分に関して、帯域幅拡張情報
を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包含するステップを含んでいる方法（６
００）。
【請求項３４】
　入力されたオーディオ情報に基づいて符号化されたオーディオ情報を生成するための方
法（６００）であって、
　低周波数部分の符号化表現を得るために前記入力されたオーディオ情報の前記低周波数
部分を符号化するステップ（６１０）と、
　前記入力されたオーディオ情報に基づいて帯域幅拡張情報を生成するステップ（６２０
）と、を含み、
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　帯域幅拡張情報は、選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ信号に適応して包含
され、
　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の部分のスペクトル傾斜を決定するステップ
、及び前記入力されたオーディオ情報の部分を、前記決定されたスペクトル傾斜が一定又
は可変の傾斜しきい値以上であるかどうかに依存して識別するステップを含み、かつ、
　該方法は、前記入力されたオーディオ情報の識別された部分に関して、帯域幅拡張情報
を選択的に、前記符号化されたオーディオ情報へ包含するステップを含んでいる方法（６
００）。
【請求項３５】
　符号化されたオーディオ情報に基づいて復号されたオーディオ情報を生成するための方
法（７００）であって、
　低周波数部分の復号表現を得るために前記低周波数部分の符号化表現を復号するステッ
プ（７１０）と、
　オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオーディ
オ情報へ包含されていない部分に関してブラインド帯域幅拡張を用いて帯域幅拡張信号を
得るステップ（７２０）と、
　前記オーディオコンテンツの部分のうち帯域幅拡張パラメータが前記符号化されたオー
ディオ情報に包含されている部分に関して、パラメータ誘導の帯域幅拡張を用いて前記帯
域幅拡張信号を入手するステップ（７３０）と、を含み、
　該方法は、ブラインド帯域幅拡張からパラメータ誘導の帯域幅拡張へ切り替える場合、
及び／又はパラメータ誘導の帯域幅拡張からブラインド帯域幅拡張へ切り替える場合に、
前記帯域幅拡張信号のエネルギーの平滑化を実行するステップを含んでおり、
　該方法は、オーディオコンテンツの部分のうち、ブラインド帯域幅拡張が適用される部
分に続いてパラメータ誘導の帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅拡張信号
の高周波数部分を減衰させるステップを含んでおり、かつ、
　該方法は、オーディオコンテンツの部分のうち、パラメータ誘導の帯域幅拡張が適用さ
れる部分に続いてブラインド帯域幅拡張が適用される部分に対して、前記帯域幅拡張信号
の高周波数部分の減衰を減らすか又はレベルを上げるステップを含んでいる方法（７００
）。
【請求項３６】
　コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、請求項３３、３４又は３５
に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラム。
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【要約の続き】
帯域幅拡張とを備えている。
【選択図】図１
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